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【要旨】 筆者はこの論稿で 20 世紀初めの米帝国主義、カリブ海地域諸国の歴史について
語る。まずなぜ米国がこの時代に帝国主義に乗り出したかを米国の視点から説く。次いで帝
国主義が刃を向けたキューバの独立・「米西戦争」、パナマ運河の建設に向かい、その後これ
らの国が保護国になったことを語る。またドミニカ共和国、ハイチ、ニカラグアに対する干
渉とその経緯、これらの国のカウディリョ政治を語る。そして干渉を受けた国の反発から米
国のラテンアメリカに対する外交方針が「善隣外交」になり、米国がいかに第二次世界大戦
に備えたかを語って締めくくる。  
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はじめに 

 
この稿では 20 世紀前半の環カリブ地域

に対する米国の帝国主義を語る。1823 年に
米国が「モンロー主義」を打ち出してからほ
ぼ 100 年弱を経ていたが、この頃に自他と
もに認める大国になった米国のラテンアメ
リカ政策は環カリブ海で帝国主義的であっ
た。ここでは各国の政治を詳しく述べなが
ら、米国の帝国主義を縦軸にして地域情勢
を語る。 
まず米国が帝国主義レースへ参加する号

砲となった「米西戦争」を取り上げる。この
戦争は 20 世紀後半のキューバ革命、「キュ
ーバ危機」にまで発展した米・キューバ対立
の起点になる出来事であったばかりでなく、
20 世紀の米・ラテンアメリカの関係を作っ
た戦争である。また戦争の原因になったキ
ューバの独立闘争とその後の保護国化を語
る。次いでパナマである。この国は運河の国
であり、どうしてもその歴史は運河建設と
絡めて進む。 
併せてこの稿でこの時代に米帝国主義の

矛先が向かったカリブ海のドミニカ共和国、
ニカラグア、ハイチに対する米国の干渉を
語る。これまで余り触れられてこなかった
これらの国の独立後の略史と地域情勢をこ
こで説明する。先の稿でラテンアメリカの
経済と都市が発達していた国ではポピュリ
ズム運動が起こったことを説明した。都市
化が余り進まず中間層・労働者が弱体であ
った環カリブ海地域の幾つか国でカウディ
リョ、長期独裁政権になったことをドミニ
カ共和国、ニカラグア、ハイチに見てほしい
と思う。 
そして最後に世界が第二次世界大戦に向

かう中で西半球の地域情勢とその中で打ち
出されたルーズヴェルト大統領の「善隣外
交」を語る。米国の「善隣外交」の内容がい
かに変容していったか、その原因は何か、戦
争の足音が近づく中で米国がいかにこの地
域の国々をまとめたか、それが戦後の西半
球の国際関係にいかに繋がっていったかを
明らかにする。 

 
1. 米国の帝国主義 

 

19 世紀後半から 20 世紀にかけての世界
史は帝国主義の時代という。ヨーロッパ列
強は競ってアジアにアフリカ、あるいは太
平洋の島嶼に勢力圏を確保しようとした。
「世界の国家や地域は、他国の植民地にな
るか、それがいやならば産業を興して軍事
力を持ち、帝国主義の仲間入りするか、そ
の二通りの道しかなかった」(司馬 1999 
p.173)。 
この時代に世界は真のグローバル化を

経験する。重商主義によるグローバル化を
経験した「大航海時代」との比較でいえば、
その特徴は、①産業力を伸ばし資本を蓄積
した先進国が植民地を市場にし、資源や食
糧を求め、現地で新しい企業を興すなど資
本を投下する場になったこと、②列強が国
家主義を旗印に植民地という形によって
政治を安定させ、社会秩序を維持し、まる
ごとその国を自己の独占的勢力圏に収め
込んでしまったこと、③帝国主義の最盛期
には植民地獲得競争が地球のすみずみに
広がり、それまで政治的に独立していた中
国・トルコ・イランなど中東・アジアの旧
大陸をも巻き込んだこと、④この植民地獲
得競争には、昔からの植民地所有国であっ
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たオランダ、英、仏、ロシアなどの旧帝国
の他に、ドイツ、イタリア、米国、日本な
どの新興国も加わって、地球規模で展開さ
れたことである。 

[環カリブ海地域で始まった米帝国主
義] 19世紀の米国は、「パクス・ブリタニ
カ」に守られて「自国の安全への脅威となり
発展への障害となるような対抗国をもたな
い恵まれた国際環境を享受しつつ」(有賀・
宮里 1983 p.2)、「非アメリカ的世界」から
建国の理念を守ろうと(古矢 2002 p.12)孤
立主義を貫いて、国内の統一と北米大陸の
開発に専念した。それでも西部フロンティ
アを開発しようとする西漸運動の中で、テ
キサスを併合し、ジェームズ・ポーク大統領
(治 1845-49)の時代に「米墨戦争(1846-48)」
によってニュー・メキシコからカリフォル
ニアにいたる広大な土地を自国領にし、「ガ
ズデン協定(1853)」で南部に領土を拡大し
た。また 1867 年に W. H. シューアド国務
長官がアジアへの架橋としてロシアからア
ラスカを 720 万ドルで購入した。太平洋で
は 1870 年代からサモア諸島をめぐって英・
独と勢力争いをした。しかし概して 19世紀
に米国が海外進出に積極的であったとは言
い難い。建国期の指導者が唱えたヨーロッ
パからの孤立主義という基本的観念が残っ
ていたし、工業製品の販路として海外市場
の獲得を必要としていたものの、「豊富な国
内資源の開発、多様な産業の発展、巨大な国
内市場の形成」を重視する(有賀  1987 
pp.52-53)「伝統的膨張主義」の考えが優勢
であった。 
ところが南北戦争後、特に 19 世紀末にな

ると、さすがの「パクス・ブリタニカ」も陰
りを見せるようなり、ヨーロッパ諸国が競

って海外に進出しようとする帝国主義が米
国民を大いに刺激した。また巨大企業が生
まれ、国内産業と農業の過剰生産から資本・
商品の海外市場の重要性が認識された。す
るとその是非について国内で大きな論議を
呼びながらも(有賀・宮里 1983 p.56)、それ
までの孤立主義や「伝統的膨張主義=アメリ
カ大陸主義」から外交を転換した。まずその
矛先を向けたのは自己の勢力範囲と見る
“アメリカの地中海”と見られた環カリブ海
地域であった。この地域に目が向いたのは
何と言っても米国に近かったからである。
そして露骨な帝国主義的干渉政策を始めた。 

20世紀が始まると米国は、各国の債務不
返済という経済的理由のみならず、内政不
安、米国にとっての安全保障、運河の建設な
どの理由から、環カリブ海地域で政治的覇
権を行使するようになる。そして貿易・投
資、借款供与、関税管理、軍事干渉、軍政・
保護国化などの帝国主義的政策をとった。
それは「米西戦争」後にフィリピンでアメリ
カの植民地支配に対し激しい戦闘が起こっ
た経験から、「海外領土の併合や植民帝国を
志向せず、経済的・軍事的・外交的手段によ
って世界支配を実現」しようとするもので
あったとの見方もあるが(高橋 1968)、筆者
には、この時代のヨーロッパ列強の帝国主
義との比較において、それ程露骨ではなか
ったものの、環カリブ海地域について言え
ば、立憲主義、民主主義の下で平和な世界を
築くことを政策としていたウッドロー・ウ
イルソン政権時代を含め (Schmidt 1971 
pp.9-10)帝国主義的政策であった。米国が
あからさまな軍事干渉を控えるようになる
のはフランクリン・D・ルーズヴェベルト大
統領が 1933 年に「善隣外交」を打ち出して



3 
 

からである。 
[米国史観から帝国主義が生まれた理

由] 19 世紀末に米国がこの地域で帝国主
義政策を始めた理由に関する米国史家の説
明は次の通りである。 
① 「マニフェスト・デスティニー」とフロ

ンティアの消滅 
米国人は、アメリカ合衆国がヨーロッパ

の専制的封建体制とは異なり、ヨーロッパ
文明の一分肢でありながらも、自由、(機会
の)平等、デモクラシー、共和主義という新
しい価値観の基に建国されたとの信条を持
ち、この普遍的な精神をアメリカ大陸に拡
大する宿命と道徳的使命を持っていると考
えた。その使命感が、所謂 1845 年にジョ
ン・L・オ・サリヴァンが唱えた「マニフェ
スト・デスティニー(明白な天明)」で、それ
が北米大陸では西漸運動になって発現した。
この考え方の背後にあったのは、アメリカ
合衆国の建国の理念である「アメリカニズ
ム」や政治制度に対する絶対的な信頼で、米
国人にはそれを世界にあまねく広める責任
があるという考え方である(斉藤  1995 
pp.192-194)。 
ところが 1890 年代にこの西漸運動が西

海岸にまで到達すると、アメリカの「人民主
権」の基層であると考えていたフロンティ
ア(古矢 2002 p.62)、すなわち機会均等、自
由競争の土台になっていたものが終り、そ
の上この頃国民の政治・社会的分断化が進
み、産業化と移民の流入によって都市が巨
大化し、貧富の格差が拡大し社会不安が増
していたので、そのフラストレーションの
はけ口としてカリブ海や西半球への海外膨
張主義になった。 
② 南北戦争後の飛躍的な経済発展による

工業製品、余剰農産物の販路の必要性 
米国経済は、1843 年から 1857 年の間に

テイク・オフし、南北戦争(1861-65)後に急
激に工業力が伸び、巨大独占企業も生まれ
た。すると世紀後半から生産性の向上と農
産物の過剰生産により、海外市場、特にハワ
イ、フィリピンを踏み石として中国市場の
必要性が認識され、広く国民の支持を集め
た。特に 1890 年代半ばの不況は深刻で、社
会不安と体制危機を招き、改革の必要性が
叫ばれた。それが 1899 年の中国への門戸開
放主義になる。もっとも当時の米国にとっ
てヨーロッパ、カナダとの貿易が 8 割以上
を占め、アジア、メキシコやカリブ海地域な
どのラテンアメリカとの貿易のシェアーは
2 割に満たない程度で、本当に対外貿易が
重要になるのは 1900 年以降のことである
(Beisner 1975 p.23)。またラテンアメリカ南
部が市場及び投資先として重要になるのは
第一次世界大戦後のことである。 
③ 政治家、学者、宗教家がアングロサクソ

ン民族の優越性、米国の政治制度の至上
性を説いて、後進地域を文明化するのが
「白人の責務」であると唱えたこと 
植民地時代より機会の国として競争の原

理が強く働いていた米国社会では、南北戦
争以降の工業化によって多数の成功者を生
み、金銭的な成功は道徳的にも優れている
ことの証であるとの考えが流布した。「適者
生存は自然法則であり進歩である」という
「社会進化論」が国民の支持を受けた。民主
主義、共和政の政治を実現した社会的適者
のアングロサクソン民族が、劣性の人種で
あるアジア、アフリカ、ラテンアメリカの
人々を文明化することは、自分達の責務で
あるとの考えが生まれた。政治学者ではゲ
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ルマン民族の優秀性を唱えたコロンビア大
学のジョン・W・バージェスがいる。宗教界
からは、19世紀末に『わが祖国』を書いた
会衆派教会の牧師ジョサイア・ストロング
がいる。現在からすると、このアングロサク
ソン文明を至高とする考え方の中には人種
差別という偏見が入っているが、当時の米
国の人々はこの独りよがりの善意の中に新
しい時代の到来を見た。 
④ 著名な戦略家マハンが、国家の偉大さと

繁栄を実現するためには、海上権を確保
する必要があると提唱 
先に述べたように 19 世紀の米国は概し

て外交政策に余り関心を示さなかったが、
末に近づくと首都ワシントンのエリート達
が海外膨張と帝国主義を提唱した。特に有
力な論客であるアルフレッド・ T・マハン
は、海運、通商を盛んにしなければならない
ことを歴史の事実に基づいて説明し、1890
年に執筆した『海の支配力の歴史に及ぼす
影響』は大きな反響を呼んだ。彼の主張は、
国家間の関係は国民的利益の追求によって
支配されており、通商上の利益の獲得のた
めには平和的、効果が得られなかった時は
必要ならば直接暴力に訴えることも許され、
自己保存のために海軍力を持たねばならな
いというものであった(本橋 1984 p.43)。マ
ハンは具体的な策として、大海軍の建造、運
河の建設、カリブ海地域で支配・給炭施設の
設置、ハワイの併合等を提唱した。政界では
上院議員のヘンリー・カボット・ロッジや後
の大統領セオドア・ルーズヴェルトなどが
彼の考えに賛同した。もっともマハンの名
誉のために言っておけば、彼は、「植民地は、
国家のシーパワーを海外おいて支援する最
も確実な手段を提供する」と植民地獲得の

重要性を指摘しつつも、自由を貴ぶ米国民
の感情から「合衆国はこのような植民地を
持っていないし持ちそうにもない」とも述
べており(マハン 2008 pp.117-118)、必ず
しも帝国主義一辺倒というわけではなかっ
た。それでも国際的な帝国主義の気運の高
まりの中で米国は、チェスター・A・アーサ
ー政権(1881-85)のチャンドラー海軍長官
の時代にそれまで等閑視されてきた海軍力
の整備を始め、ベンジャミン・ハリソン政権
(1889-93)のトレイシー長官の下で本格的
に鋼鉄製の艦船を拡充した(Beisner 1975 
pp.58-59)。もっとも米国が本当に西半球で
覇権を確立するのは、経済の衰え始めた英
国がアフリカでフランスとの対立、インド
国境地帯に対するロシアの脅威、欧州でド
イツの台頭、南アフリカのボーア戦争によ
る財政出費などによって、「光栄ある孤立」
の地位を捨て米国に接近するようになった
20世紀に入ってからである。 

 
2. パンアメリカニズムの「汎米会議」 

 

西半球における覇権が英国より米国に移
り始めた時に、米国がラテンアメリカ諸国
との経済関係の強化と政治的安定を目的に
とったイニシアティブが「第一回汎米会議」
であった。米国には工業・農業生産力の増大
と不況により、過剰生産の問題が深刻化し
ていた。ラテンアメリカに対する米国の膨
張主義は経済から始まった。またヨーロッ
パからラテンアメリカを囲い込もうとする
政治的思惑もあった。今日に至る汎米主義、
米国を軸とするパンアメリカニズムの始ま
りである。ちなみにこれは独立時にシモン・
ボリバールが呼びかけたラテンアメリカ諸
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国間の連帯と違う。 
[会議を立ち上げた経緯] 南北戦争後

の経済的発展によって国力をつけた米国は
輸出先としてラテンアメリカ市場の重要性
を認識するようになる。1865-95 年の米国
のラテンアメリカからの輸入が砂糖、コー
ヒーなどで年平均 180 百万ドル(全輸入額
の 25%)であったのに対し、輸出額は 75 百
万ドル(全輸出額の 10%強)で、このアンバ
ランスを是正する必要もあった (Smith 
1979 p.27)。そこで 1881 年 11 月にジェイ
ムズ G. ブレイン国務長官は、域内の貿易
促進と戦争を防止するための方策を話し合
うために、ハイチを除く米州の 18ヶ国によ
る汎米会議の開催を呼びかけた。丁度チリ
とペルー・ボリビアの間で「太平洋戦争」が
起こり、ブレイン長官が斡旋に乗り出した
にもかかわらず頓挫し、南米における米国
の影響力にも限界が見えていた頃である。
この時はジェイムズ・A・ガーフィールド大
統領が暗殺されたためにブレイン長官は在
任 9 ヶ月で辞任し、会議開催の企みは頓挫
した。 
ところがこの頃米議会でも経済不況から

汎米会議を招集すべきとの声が高まった。
それは共和・民主両党が支持する 1888 年の
決議となり、グロバー・クリーブランド政権
(1885-89 および 93-97)のトーマス F. ベ
イヤード国務長官は 1888 年 7 月にラテン
アメリカ各国宛てに会議開催の招待状を発
出した。後任のベンジャミン・ハリソン政権
(1889-93)も貿易促進に熱心で、国務長官に
返り咲いたブレインは義務的な仲裁制度の
設立など紛争の平和的解決、米州諸国間の
通商の促進と関税同盟の樹立などの問題を
協議するために、ドミニカ共和国を除く全

ての米州諸国を招いて 1889 年 10 月より
1890 年 4 月までワシントンで「第一回汎米
会議」を主催した。 

[「第一回汎米会議」のテーマ] この会
議では、「太平洋戦争(1879-83)」後の国境線
を決める交渉でペルー・ボリビアがもめて
いたこともあって反米・親ヨーロッパ感情
の強い(Smith 1979 p.192)チリとの間で義
務的な仲裁裁判制度の設置(Davis & Finan 
& Peck 1977 p.168)、英国と経済的関係が深
いアルゼンチンの抵抗で関税同盟の設立に
ついて合意できなかったものの、米州各国
間の通商問題に関する情報交換を目的とす
る「全米共和国通商局」の設立で合意した
(Connell-Smith 1974 p.110)。 
米国が一番熱心に進めたラテンアメリカ

との貿易促進については、1890 年 10 月に
マッキンリー関税法による関税引き上げを
契機に、この法律の中で認められた相互主
義の規定に基づき 1891 年にブラジル、(植
民地のキューバ・プエルトリコのために)ス
ペイン、ドミニカ共和国、中米 5 カ国など
とお互いに関税を引き下げる相互貿易協定
を締結した。もっとも経済規模の大きいメ
キシコおよび南米のスペイン語圏の国との
間では結ばれなかった。ところがこの相互
貿易協定も 1894年 8月の「ウイルソン・ゴ
ーマン法」によって関税が引き上げられ破
棄された(Smith 1979 pp.143-154)。その意
味で会議は大きな成果をあげたとはいえな
いが、この「第一回汎米会議」を嚆矢とする
米国とラテンアメリカ諸国間の連帯の動き
は第二次世界大戦まで続き、戦後は「米州機
構 OAS」になる。 
 
3. ベネズエラ・英領ギアナ国境紛争 
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19世紀にヨーロッパ列強はカリブ海地域

で各国の政治的、財政的混乱から干渉する
事件を度々起こした。20世紀を目前に米国
がこの地域の覇権を握ったことを見せつけ
た象徴的出来事がベネズエラ・英領ギニア
国境紛争である。これは 1895-96 年に米国
がベネズエラと英領ギアナとの間の国境紛
争に首を突っ込んだ事件で、国境紛争自体
は大事ではなかったが、米国が初めて西半
球で「モンロー主義」の実効性を英国に認知
させた事件として知られている。 

[国境紛争の経緯] この国境画定問題
は 1840 年代から英国とベネズエラの懸案
であった。そこへ 1880 年代半ばにオリノコ
河に注ぐバリマ川で金の漂砂鉱床があるこ
とがわかると、ベネズエラ領のオリノコ河
口の領有を主張して英国は、一方的に自国
に有利な国境線を設定したことから両国の
軍事衝突にまで発展した。この地域で唯一
英国に対抗できる力を持つ米国は、ベネズ
エラの要請を受けて同国の立場を支持し、
1887 年に英国に調停を勧奨した(Harris 
1999 p.117)。 

1894 年秋にベネズエラのロビストを務
めるウイリアム・L・スクルーグス(前ベネ
ズエラ米公使)が執筆した『ベネズエラへの
英国侵略を許すかモンロー主義を守るか』
と題す小冊子が米国内でベストセラーにな
り、議会が調停を決議すると、米国民の関心

 
1 ニカラグアのカリブ海側のミスキト族が住むところは、英国が古くからログウッドを求めて進出した地

域である。ミスキト王国を一時保護下に置いたこともある。この地域は運河建設の有力な候補地であった

ことから、19 世紀後半英米の争いになったところである。英国は 1860 年の「セレドン・ウェイク条約」

で他国に譲渡せずミスキト族の自治を認めること、保護することを条件に、この地域の主権をニカラグア

に渡した。 

が大いに高まった(本橋 1993 p.82)。そうし
たところにニカラグアで、1860 年の「セレ
ドン・ウェイク条約」1でミスキト・インデ
ィアン地域に自治を認めたにもかかわらず、
1894年2月にセラヤ大統領がここを統治下
に組み入れようと戒厳令を出した。ブルー
フィールズ駐在の領事を含む二人の英国人
を追放すると、1894年春に英国は自国民が
受けた被害の補償を求めてコリント港の税
関を抑えるという事件を起こした。一年後
に英国は兵を引くことになるが、クリーブ
ランドは議会、マスコミから弱腰ぶりを非
難された(Harris 1999 p.118)。そこでリチャ
ード・ オルニー国務長官は、英国が南アフ
リカの第二次ボーア戦争で手を焼いている
ことをよいことに、ベネズエラ・英領ギアナ
国境紛争について、1895年 7月に「モンロ
ー宣言」は西半球にヨーロッパが介入する
ことを禁じており、英国に仲裁に応ずるよ
うに要求して「今日合衆国はこの(アメリ
カ)大陸で実質的に主権国であり、その命ず
るところは法である」と述べるなど、滑稽な
ほど強気な書簡を送った (Smith 1979 
pp.205-206)。 
  [仲裁裁判の結果] 1895年 11月に英国
はオルニーの申し出を丁重に断ったものの、
米世論が激しく反発するのを見て、南アフ
リカの植民地化に手を焼く英国としては、
米国の要求が不当なものであるとは知りつ
つも、1896 年 1月に仲裁を受け入れた。そ
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れは英国が譲歩することでこの地域に対す
る米国の優位な地位を認めることを意味し
た。 
なおパリで開催された仲裁委員会(英 2、

米 2、露 1という構成)では、ロシアの委員
が英国側にまわり(Davis & Finan & Peck 
1977 p.143)、1899年 10月に出された判決
はほとんど英国の主張した国境線を認め、
ベネズエラに対してはオリノコ河口の領有
が認められたものの、バリマ川の金鉱地帯
は除外となったばかりか、係争地の約 94%
が英領になった。エセキボ川までの土地を
国境とするベネズエラ側の主張は全く考慮
されず、不満の残る判決となった(山田 
2008 p.213)2 。 

 
4. キューバの独立運動と「米西戦争」、

保護国化 
 
米帝国主義の嚆矢となる出来事が 1898

年に起こった「米西戦争」である。「米西戦
争」とはその名前の通り米国とスペインの
間で起こった戦争であるが、これを皮切り
に米国は自分の裏庭である環カリブ海地域
で露骨な帝国主義政策を進めた。この島は
輸入する砂糖や糖蜜を生産していたばかり
か、米国の南にワニのように横たわり、メキ
シコ湾の入り口を制する戦略的位置より19
世紀初めから米国の関心の的であった(本
橋 1993 pp.89-91)。この戦争はキューバ人
の独立運動から始まり、「米西戦争」に発展
し、米国はキューバを保護国にした。それで

 
2 近年ベネズエラのマドゥロ政権は、1877 年にグスマン・ブランコ大統領が主張した(ガイアナの国土の 7

割近くを占める)エセキボ地域の領有権を主張し、この問題が再燃した。エセキボの沖合で 2015 年に米石

油メジャーが巨大な海底油田を発見したことが背景にある。米はガイアナ支持に回っている。 

は少し長くなるが、キューバの歴史という
観点も大切にしつつ「米西戦争」とその後の
キューバの保護国化を説明しよう。 

 
「一〇年戦争」という独立闘争 

[植民地のままに置かれたキューバ] 
さて米国とスペインの間で戦われたこの
「米西戦争」であるが、その原因となったの
はキューバの独立問題であった。キューバ
のクリオーリョ層は、19世紀初めにアメリ
カ大陸の国々が独立した時にハイチで起こ
ったような黒人奴隷の反乱を恐れ(1817 年
の時点で 58 万の人口の内黒人奴隷は
39%[Bushnell & Macaulay 1993 p.264])、奴
隷制を維持するためには本国の軍事力が必
要であると考えた。むしろ大陸の独立運動
を鎮圧する側に回り、スペイン側に立った
程である(Moreno 1995 pp.158-159)。また
独立を達成した大陸部の国も英、仏もキュ
ーバを独立させることに余り熱心ではなか
った(Davis & Finan & Peck 1977 p.101)。こ
の島に関心を持つヘンリー・クレイ米国務
長官などは、スペイン植民地のままでいる
ことを希望すると公言した程である
(Benjamin 1990 p.10)。こうしてキューバは
19 世紀初めに独立する機会を逸し、「米西
戦争」までプエルト・リコとともに西半球に
残されたスペインの植民地であった。 
その頃にキューバ島で起った大きな変化

としては、プランター達が奴隷を使って砂
糖・コーヒー生産を伸ばしたことである
(Pérez 1995 pp.72-74)。またスペインが「七
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年戦争」でフランスに組したことから 1762
年にイギリスによる 11 か月間のハバナ占
領が契機になって、プランテーション型砂
糖農園が導入され、生産地が西部から南部・
東部にまで拡大した。ハイチが独立闘争で
砂糖生産の壊滅的な被害を受けると、資本
と技術がキューバに逃れてきて経済が活況
を呈した。そして 19世紀半ばには世界の砂
糖キビ生産高で第 1 位、約 3 割(神代 2010 
p.81)を占めた。そのキューバ産砂糖の輸出
は 19 世紀後半にヨーロッパでてんさい糖
の生産とインド糖の輸入が伸びると北米市
場向けが増えた。1817 年にスペインと英国
との協定で奴隷の輸入が禁止されたが、ス
ペイン政府が消極的であったことから多数
の黒人奴隷が密輸入され、プランテーショ
ンで働かされた。ところが奴隷の新規補充
が年々難しくなり国際競争が激しくなると、
砂糖生産の大規模化と鉄道による輸送力の
向上、砂糖キビ圧搾機への蒸気機関の採用、
契約(賃金)労働者の雇用、生産工程の機械
化などによって近代化が進んだ。特にハバ
ナ、マタンサス、ラス・ビリャスで際立って
いた。 

 [第一次独立戦争の「一〇年戦争」] そ
の頃遅れていた東部の中小農園主のクリオ
ーリョ達はスペイン総督府の軍・民機能の
分離、請願権の認知、非合法な逮捕・財産の
没収の禁止、キューバから本国議会に代表
の派遣、課税制度の改革などを要求した。奴
隷制をどうするか、解放する場合の補償も
重要なテーマであった。また税金引き上げ
による経済情勢の悪化がキューバ人の生産
者を追い詰めていた。そこで我らは 1865 年
に「改革党」を結党し本国に請願したが
(Pérez 1995 pp.112-115)、この動きは本国

の厚い壁に阻まれて挫折した。 
すると 1868 年 10月に東部オリエンテ州

のバヤモの近くで、砂糖プランターのカル
ロス・マヌエル・デ・セスペデスが武装蜂起
した。これが通常「ヤラの叫び」と言われる
もので、この独立戦争は 1878 年まで続いた
ことから「一〇年戦争」と言われる。1869
年 4月には 29ヶ条から成る「グアイマロ憲
法」を発布した。セスペデスは 1873 年に死
亡するが、ドミニカ共和国人のマキシモ・ゴ
メスが最高司令官になり独立戦争を続けた。
彼等は独立国家の樹立と民主的な自由の確
立を求めた。もう一つのテーマは有償の奴
隷解放であった。この頃には大規模な砂糖
農園の機械化、中国人苦力の導入、スペイン
から白人移住者の増加によって奴隷の数が
減少し始めており、また東部で多数の自由
有色人・奴隷が「一〇年戦争」に参加し中心
的な役割を果たしたことから、奴隷解放闘
争に拍車がかかった。この戦争に対し米国
は、ラテンアメリカ諸国の半数が独立軍を
交戦団体として認めたにも拘わらず、キュ
ーバがスペイン植民地のままでいることを
望み、交戦団体と認定しなかった。 

 [「サンホン協定」で戦争の終結] この
独立運動の中心となった戦場は東部であっ
た。独立軍側が資産を尊重することを約束
していたにもかかわらず、砂糖生産の中心
地であった西部の農園主達は、独立軍の統
治能力に対する疑問や奴隷の反乱が怖くて
西部への浸入を許さなかった。また急進派
のプランター達が「グアイマロ憲法」で奴隷
制の「全面無償廃止」を謳いながらも、その
後の保守派の巻き返しにより不完全な解放
のままであったこと(神代  2010 pp.110-
111)、米国への併合を願う者がいるなど内
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部の意思統一の乱れもあって、第一次独立
戦争は運動としての限界を持っていた。結
局西部の有産階級がスペイン植民地のまま
でいるという現実的な路線を選択し、独立
運動から離脱した。その結果 1878 年 2 月
に独立軍側はアルセニオ・マルティネス・カ
ンポス総督と政治的行政的改革、独立運動
に参加したキューバ人の恩赦、独立運動に
参加した奴隷・アジア人契約労働者(中国人
苦力のこと)の即時解放を約束する「サンホ
ン協定」を結ぶことによって停戦した
(Pérez 1995 p.125)。この停戦に納得しない
カリスト・ガルシアや奴隷の解放を求める
黒人指導者アントニオ・マセオ等は翌年 3
月から「小戦争」(1879-80)を始めた。 

[存在感が高まる米国の経済進出] 「一
〇年戦争」は古い製糖工場と地主層の没落
を促進した。奴隷解放問題については 1880
年に奴隷制度廃止法が公布され、1886年 10
月にアルフォンソ一三世が勅令によって奴
隷制を完全に廃止した。黒人奴隷は賃金労
働者になった。戦争により砂糖産業の被害
は甚大であったし、その上米国南部、ハワ
イ、アジアで砂糖キビ生産が伸び、1850 年
代からヨーロッパで甜菜糖が始まり、政府
の保護政策も加わって急激に生産量が伸び
たことから国際競争が激しくなった
(Carreño 1989 pp.60-61)。戦後の税金引き
揚げもあって、中小の農園主は存続できな
くなった。その結果米資本の近代的な大規
模砂糖農園であるセントラル= コロノ制
(これは砂糖生産プラントを持つ大農場と

 
3 この協定の締結が原因で、1876 年より無税の特恵を享受していたハワイの白人砂糖プランター達はそ
の特典を失うことになり、1893 年 1 月にリリュオカラニ女王を退位させ、対米併合の策動を始めた(本橋 
1993 p.88)。クリーブランドは併合に前向きでなかったが、マッキンレーになると、1897 年 6 月に併合条
約を締結し、「米西戦争」の最中の 1898 年 7 月米議会が合同決議で承認し併合を実現した。 

砂糖キビを生産する農家の体制)が導入さ
れ、この生産方式が主流になった。そして
1880 年代末にはキューバ産砂糖の 94%が
米市場に向かい(Pérez 1995 p.138)、その他
鉄道、電力、鉱山、港湾、銀行などの基幹産
業分野でも米国の直接投資が行われた。 

 [米国の関税引き上げで高まるキューバ
の不満] 1890年 10月に米国が輸出奨励金
を受けるヨーロッパ産甜菜砂糖に対しマッ
キンレー関税法によって相殺関税を課した。
キューバ産原糖については無関税輸入リス
トに入れられたことから、1891 年 6月にス
ペインとの間で「フォスター・カノバス相互
貿易協定」が結ばれ 3、キューバの砂糖が米
国市場に流れこむようになった。そして米
国のキューバからの砂糖輸入は 1890 年の
54 百万ドルから 79 百万(1893 年)ドルに増
加し、米・キューバの貿易関係の方がスペイ
ンとのそれ(約10百万ドル)よりもはるかに
重要になった。1894年には初めてキューバ
の生産量が百万トンの大台にのった(小平
2023 p.134)。ところがクリーブランドが
1893 年からの国内不況に対処するために、
1894 年 8 月にキューバ産砂糖にも 40%の
関税を課す「ウイルソン・ゴーマン法」を施
行すると、スペインが対抗策として米国か
らの輸入品に高率の関税を課したのでキュ
ーバ経済は打撃をうけた。 

 

第二次独立運動 

[マルティが始めた独立運動] このよ
うな時に「一○年戦争」に加わったかどでス
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ペインに亡命し雌伏の時を過ごした民族主
義者のホセ・フリアン・マルティ・ペレスは、
1880年1月にスペインからニューヨークに
渡り、亡命キューバ人の中心的存在になっ
て独立運動を始めた。彼は 1892 年 4 月に
万人の党として「キューバ革命党」を結成
し、労働者・農民に基礎を置く全愛国者の統
一、革命指導部における軍・民の対等な協
力、キューバ内外の運動の結合、人種差別意
識の克服などを呼びかけた。そして米国に
移住したキー・ウェスト、タンパ、オカラ、
ジャクソンビルなどのキューバ人葉巻労働
者から募金を集め、第二次独立戦争を準備
する。なおマルティはスペインからの独立
だけでなく、早くから米国による併合を懸
念し、この国の食指を阻止すること( = 反
帝国主義)に心砕いていたことでも知られ
ている(Pérez 1995 p.146)。 
［独立闘争の開始］ 1895 年 2 月 24 日

に独立革命派はキューバ東部のバイレ村な
どで一斉に蜂起した。「バイレの叫び」であ
る。これに呼応して翌月に「キューバ革命
党」はドミニカ共和国で「モンテクリティ宣
言」を出し、不況とスペインに対する怨嗟が
高まる中で、植民地体制を終わらせるため
に第二次独立革命を起こした。マルティは、
この戦いが独立闘争であるとともに、中産
階級のみならず有色人や社会の底辺の人々
が参加する社会革命的性格も持ち、旧体制
を守ろうとするクリオーリョ層との戦いで
もあったと書いている(Pérez 1995 pp.159-
161)。 
マルティは戦いが始まって間もない 5 月

にキューバ東部のバヤモの東にあるドス・

 
4 ホセ・フリアン・マルティ・ペレスは「キューバ独立の父」として今日でも国民から慕われている。 

リオスで戦死したが 4、9月に「一○年戦争」
を戦ったマキシモ・ゴメスが軍総司令官に
なり、コスタリカから馳せ参じたアントニ
オ・マセオが副司令官になった。第一次独立
戦争で大統領になったトマス・エストラダ・
パルマは革命軍の代表としてニューヨーク
に残った(Thomas 1971 p.319)。革命軍は西
に兵を進め、スペインに味方する砂糖キビ
農園主に対して焦土作戦を敢行した。そし
てマセオが率いる部隊が 1896 年初めには
「一○年戦争」では入りこめなかったキュ
ーバ島の西端ピナル・デル・リオ州にまで到
達した。その結果砂糖生産量が 28.6 万トン
(1896 年)にまで減少した。 

[ウェイレル総督の鎮圧作戦] 反乱が
西部にまで及んだことに危機感を抱いたス
ペインは、厳しい鎮圧作戦をとることをた
めらい辞任したマルティネス・カンポス総
督兼軍司令官に代わり、1896 年 2月に好戦
派のバレリアノ・ウェイレルを派遣した。ウ
ェイレルは、独立軍から農民を切り離すた
めに「集結キャンプ」に囲い込むなど情け容
赦のない焦土作戦を敢行した。それでも革
命勢力側は、1896 年 12 月にマセオが戦死
するという痛手を受けながらも、島の東半
分を支配下に収め、ハバナの西でも一進一
退の戦いを進めた。 
ウェイレルの残酷非道な鎮圧作戦によっ

て、砂糖、タバコ生産が落ちるなど国内経済
が混乱し、また国民が独立軍側に走るよう
になり、次第にウェイレルの作戦の破綻が
明らかになった。1897 年 10 月にスペイン
本国で政変により自由党のプラセデス・マ
テオ・サガスタ政権が成立すると、好戦派の
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ウェイレルは辞任した。後任にはラモン・ブ
ランコ総督兼軍司令官が就任し 11 月に自
治による和平を求める統治改革案を提案し
たが、革命軍側は 1897 年末から勝利の見通
しがつき最終攻勢を始めていたから(Pérez 
1995 p.175)、これを拒否した。またキュー
バ国内のスペイン人も軍もキューバ人に対
し自治を与えることに反対し、1898 年 1 月
にハバナで暴動を起こしたことから、自治
による解決方式の道も閉ざされた。 

 
独立戦争に対する米国の動き ー 「米西

戦争」に発展 

[キューバの独立運動に対する米の世
論] ここでキューバの独立運動に対する
米国内の動きを見てみよう。この頃外交問
題に余り関心のない米国内の世論もマルテ
ィによる第二次独立運動が始まると、この
問題についてだけは大きな関心を示した。
国民は「自由キューバ」のために戦うキュー
バ革命軍側に同情的であった。ニューヨー
クに本拠を置く「キューバ革命党」中央委員
会も、現地革命軍に対する兵站活動に携わ
るかたわら、米国内で宣伝活動を積極的に
展開した。また各種の愛国団体、プロテスタ
ント教会などがそれを助けた。W・R・ハー
ストや J・ピューリッツァーのイエロージャ
ーナリズムは、キューバ問題を扇動的に取
り上げ販売合戦に利用したことも手伝って、
国民はスペインに対する義憤を募らせた。
実業界は早期にキューバ問題が解決される
のを期待しながらも、1893 年から 1897 年
まで続いた不況を乗り切り繁栄を取り戻す
ことに関心を持ち、政府が武力干渉するこ
とに反対して静観した(高橋 1968)。 

 [クリーブランド・マッキンリー両政権

と独立問題] 独立運動が始まった時の大
統領であるグロバー・クリーブランドは
1895年6月にキューバが反乱状態にあるこ
とを認めて中立宣言を出した。米国として
はスペインが反乱を速やかに鎮圧すること
を期待していたが、1896年にウェイレルが
キューバで厳しい掃討作戦を開始すると、
キューバの自治・改革によって和平を達成
する仲介を申し出る政策に転換した。そし
てクリーブランドは 1896年 12 月の年次教
書で、スペインがいつまでも保守的な態度
をとり続け動乱が長引くならば、米国とし
ては干渉を余儀なくされるかもしれないと
警告した。 

1897年 3 月に成立したウイリアム・マッ
キンリー共和党政権(1897-01)は、基本的に
前政権の対キューバ政策を引き継いだが、
キューバの反乱が拡大し、イエロージャー
ナリズムの扇動的報道にあおられて、国内
世論がスペイン軍の残虐な鎮圧に憤激し、
米政府も自由と独立のために戦う勇敢なキ
ューバ人への同情と援助を主張するのにつ
れて、世論に迎合した。またキューバに砂糖
園主や土地を所有する資本家は内戦による
損失から米政府の保護を期待した。 

 [武力干渉に傾くマッキンリー] そし
てマッキンリーは次第に武力干渉に傾斜す
る。1897 年 7 月には J. シャーマン国務長
官発スペイン駐在のウッドフォード公使向
け訓令によって、キューバの動乱はアメリ
カ合衆国の経済的・社会的・政治的安定を脅
かしており、実業の正常な活動に悪影響を
及ぼしているので、アメリカ合衆国として
はもはや事態を座視できないとスペインに
警告した(高橋 1999 p.32)。 
スペインでは 1897 年 10月にサガスタ政
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権が誕生し、自治・改革路線に着手し、一時
米との緊張も和らぐことになった。それで
もマッキンリーは、スペインに 12 月の年次
教書で自治・改革による和平の実現を勧告
し、近い将来それが実現しないなら米政府
はアメリカ国民に対する義務を果たすであ
ろうと警告した。そこで穏健路線とるサガ
スタは、ウェイレルを更迭し、1898 年 1月
にキューバに自治政府を発足させるが、革
命軍はもとより忠誠派スペイン人の支持を
得られなかった。 

 [戦争の勃発] こうしてキューバに自
治を与えることによって紛争を解決する方
式が行き詰る中で、1898年 2月 9 日に駐米
スペイン公使デ・ロメのマッキンリー大統
領を誹謗する内容の私書簡がマスコミにリ
ークされる事件が起こった。また同月 15日
に自国民・財産保護のためにハバナ港に派
遣されていた米戦艦メイン号が爆沈される
事件が発生した。当時の国内世論の見方は
スペイン側の人間の仕業と言う意見が太宗
で、それ以外の説明はあり得ないという状
況であった 5。この事件によって米国の世論
はヒステリー状態になり一挙に反スペイン
感情が高まった。「メイン号を忘れるな」を
合言葉に、イエロージャーナリズムにあお
られて反スペイン感情が沸騰し、政府にキ

 
5 1976 年にハイマン・リコーバー海軍大将が海軍省から出版した研究論文では、メイン号爆沈の原因は、

燃料用石炭庫の自然発火による火災が隣室の火薬庫に引火・爆発したという内部説である(中野 2007 

p.24)。なお日本海海戦で歴史的勝利を収めた日本海軍の旗艦三笠が 1905 年 9 月に佐世保で爆沈したのも

同じ原因ではないかと言われている。 

現在米国のアーリントン国立墓地に、メイン号爆沈事件のメモリアルがあり、マストを記念碑に使用し

ている。メイン号の爆沈によって全乗組員の四分の三を越える 260 余名が死亡したが、乗組員の中に 9 名

の日本人がコック、ボーイとして乗船していた。その内 7 名が犠牲になった。遺体を確認できた鈴木甲子

太郎等は今も米国フロリダ州キー・ウェスト島のメイン号の共同墓地で永眠している。 

ューバの独立を承認し支援することを要求
した。実業界も 1898 年 3 月下旬には武力
干渉に賛成した。 

[マッキンリーが開戦を決定] ことこ
こに至っては致し方なく、マッキンリーも
開戦を決意した。米議会は 1898 年 3 月に
5000万ドルの国防費の支出を決定した。こ
れを受けて米政府はスペインに最後通牒を
出した。反乱軍に対し休戦を宣言するとい
うスペイン側の返答を無視して、マッキン
リーは 4 月 11 日の戦争教書でメイン号の
爆沈の犯人について「その外部の原因が何
であれ」と述べて断定を避けたものの、「彼
我の市民に平和と安寧とを保障し得る安定
した統治を確立」し、スペインの兵力を撤退
せしめるために「連邦の陸海軍力を行使す
る権限を」議会に求めた。その中で大統領
は、キューバの戦争がアメリカの経済的利
益や安全保障上の国家利益に対する脅威で
あるのみならず、キューバ島のいかなる政
府も米国民に生命と財産の保護と保障を与
えていないとして、「人道主義の大義」と安
定した統治の樹立のために介入すると謳い、
戦争目的を明らかにした(歴史学研究会 
2008 pp.392-393)。もっともこれは米国民
向けの説明である。 

 [米国はキューバの独立をコミットせ
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ず] 米議会が、スペインに対する敵対行為
を制限する措置として、4月 16 日に上院が
「キューバ共和国をこの島の真の合法政府
として承認すること」(「ターピー修正」案)、
キューバを植民地として領有する意図のな
いことを公約する決議(「テラー修正条項」)
を採択したにもかかわらず、マッキンリー
は戦争目的の意図に反しているとして共和
党の議員に圧力をかけ、「ターピー修正案」
を両院合同決議から削除させた。要するに
マッキンリーにはキューバを植民地にする
気はないが、独立闘争を進めている「現存の
キューバ共和国を承認し革命軍の同盟者」
になるつもりはなかった(高橋 1999 p.33)。
そして両院は 4 月 19 日にキューバの独立
達成のために努力する権限を大統領に授権
する合同決議を可決した。米国は、4 月 23
日までにスペインが撤退するように要求し
たが、スペインはそんなことを受け入れる
はずもなく外交断絶をもって応じたことか
ら、戦争はもはや避けられないものとなり、
4月 22日にアメリカ海軍はキューバ海域を
封鎖した。 

 
開戦から講和へ 

4 月 24 日にスペインが宣戦布告し、米国
も翌日に宣戦布告で応じた。戦争が始まっ
た当時の米国は長年の孤立主義の影響で陸
軍の兵力が 2 万 8 千人しかおらず弱体であ
った。そこで戦争の帰趨は 1880 年代から増
強していた海軍が大きな役割を果たした。 

 
6 秋山真之は、日露戦争の勝敗を決めた日本海海戦で旗艦三笠に乗船し参謀を務めた。彼は「米西戦争」当

時在米大使館付武官としてワシントンに駐在していたことから、観戦武官として米艦からサンティアゴ・

デ・クバ湾の封鎖、その後の海戦を観戦した([島田 1975]を参照)。秋山が詳細な報告を日本に送り、その

経験を後の日露戦争の旅順封鎖作戦に生かしたというエピソードは有名である。 

[戦線の模様] 戦闘はまず 5 月 1 日に極
東のスペイン領植民地フィリピンのマニラ
湾で始まり、デュウィ提督の極東艦隊がス
ペイン艦隊を撃滅した。カリブ海戦線では、
米国はキューバを海上封鎖する作戦に出た。
スペイン本国から派遣されたセルベラ艦隊
は、米海軍の包囲網の眼を掠め、1898 年 5
月 19 日にサンティアゴ・デ・クバ港に入っ
た。そこで 6 月 14日にウイリアム・R・シ
ヤフタ―将軍の率いる米遠征軍がフロリダ
半島西海岸のタンパよりキューバに派遣さ
れ、6 月 22 日にサンティアゴ・デ・クバの
東部海岸ダイキリとシボネイに上陸した。
湾内に立てこもるセルベラ艦隊を背後から
追い出し、出てきたところを撃滅する作戦
であった。1904 年に日露戦争で日本軍がと
った旅順港にひそむロシア極東艦隊を追い
出すのと同じ戦略である。7 月 1 日に近郊
のエル・カネイとサン・ファンの丘の激戦が
あり、この戦いで海軍省次官を辞任して参
戦したセオドア・ルーズヴェルトが率いる
義勇兵部隊「ラフ・ライダーズ(荒馬乗り)」
やそれを助けた黒人部隊が勇名をとどろか
せた(中野 2007 pp.79-80)。日露戦争の場合
は乃木将軍の 203 高地からの砲撃が旅順港
にひそむロシア艦隊を撃沈したが、サンテ
ィアゴ・デ・クバの戦いでは背後を突かれた
セルベラ艦隊が港から出てきたところを 7
月 3日にウイリアム・T・サンプソン海将が
率いるアメリカ艦隊によって撃破された 6。
そして 7月 16日に米陸軍はサンティアゴ・
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デ・クバの町を占領した。この戦いでもフィ
リピンの場合と同様にキューバ革命軍は後
方支援の役割を担わされ、翌日同市で行わ
れたスペイン軍の降伏調印式からもはずさ
れた 7。 

[休戦協定と「パリ講和条約」] こうし
てキューバでの戦は 4 カ月という短期間で
終結した。米軍がフィリピンで地上作戦を
有利に進め、米海軍がカリブ海の制海権を
握ったのがスペインに対する圧力になり、
フランスの斡旋で 1898年 8月 12 日に米・
スペインの両国は、キューバを放棄しプエ
ルト・リコ及びマリアナ群島の一島を米国
に割譲する休戦協定に調印した。もっとも
プエルト・リコについては、休戦協定締結後
も戦闘が続き、8 月 17 日にスペイン軍が降
伏し 10 月に占領された。 
米国とスペインの講和会議は 1898 年 10

月からパリで開催され、12 月 10 日に両国
は次の内容の講和条約に署名した。なお米
国はパリ講和会議にキューバのみならず、
革命政府を樹立していたフィリピン代表の
参加も認めず、両国の運命が頭ごなしに決
められたのは見過ごせない史実である。 

1. スペインは、キューバに対する主権及
び一切の権利を放棄(スペインが反乱

 
なお日露戦争で日本海の制海権を持つことが日本陸軍にとって補給の生命線であったように、カリブ海

はキューバの兵站のためにスペインがどうしても死守しなければならない海であった。その点で両者は同
じ事情にあったが、違いは勝敗で、日本が日本海海戦に勝利し大陸への兵站路を確保できたのに対し、ス
ペインは海戦で敗北し、西半球で最後の植民地を失うことになる。 

7 降伏の調印式に参加させてもらえなかったキューバ東部独立軍の司令官であったカリスト・ガルシアが

義憤からシヤフタ―将軍に抗議した 7 月 17 日の書簡の一節は次の通り(Guerra y Sanchez, Pérez Cabrera, 

Remos, Santovenia 1952 p.447)。 
「われわれは文明国の戦争ルールを知らない野蛮人ではないのであります。われわれは貧しくみすぼら

しい軍隊ではありますが、それはちょうど、かの高貴なアメリカ独立戦争における貴下の父祖の軍隊が貧
しくみすぼらしかったのと同じなのであります。」 

鎮圧等のために支出したキューバに
対して持つ 4億ドルの債権を含む) 

2. スペインは、プエルト・リコ島ならび
に現在スペインの主権の下にある西
印度の諸島及びマリアナ即ちラドロ
ーン群島中のグァム島を合衆国に割
譲 

3. スペインは、フィリピン諸島として知
られている群島を 2000万ドルで合衆
国に譲渡 

 
キューバの保護国化への道 

最期に「米西戦争」後米国がキューバをど
のように保護国化したかについても見てお
く。というのも今日の米国とキューバの関
係を見る時、知っておくべき基本的知識で
あるからである。 

[革命軍の解体と米国の軍政] 「米西戦
争」が終わると、キューバでは革命政府が事
実上国土を支配していたにもかかわらず、
米国はこの革命政府を承認しなかった。そ
れどころか 1898 年 10 月に「革命評議会」
で革命政府の廃絶を決議させた。米国との
併合を支持していた砂糖プランター達は対
米協力者になった。1898 年 12 月に「キュ
ーバ革命党」も独立戦争の終結によって役
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目を終わったとして解散されることになり、
革命軍も米国からの資金(300 万ドル)で兵
士一人あたり 75-100 ドルを与えて除隊さ
せられた。その後 1901 年 4 月に農村警備
隊、6 月に警察、1909 年に正規軍を組織し
た。マッキンリー政権は 1899 年 1 月から
ジョン・R・ブルックの下で軍政を始めた。 

 [「プラット修正条項」] 1899 年 12 月
に軍政長官の職を引き継いだレオナード・
ウッド(任 1899-02)はキューバの扱いにつ
いて自治政府を作り互恵貿易を再開する構
想を提案する一方、ジェイムズ・ウイルソン
将軍はフィリピンで起こっていた独立闘争
などに鑑み、早期に独立させ、「特別な関係」
を構築することを提案した(小平  1993 
p.36)。1899 年 12 月のマッキンリーの年次
教書は、軍政の長期的継続を否定し、植民地
化を否定する「テラー修正条項」を早期に実
現すると述べた。そしてキューバ国内で独
立を求める声に押されて、撤兵の条件とし
て「制憲議会」に対しキューバ憲法の中で米
国が干渉できることを謳うことを要求した。
1900年 11月に開会した「制憲議会」は 1901
年 2 月に新憲法を採択していたにもかかわ
らず憲法の付帯条項を受け入れない限り占
領軍を撤退させないと言われ、やむなく 6
月に過半数(賛成 16、反対 11、棄権 3)で米
国が提示した干渉を認める「プラット修正
条項」(付論参照)を採択し、キューバ憲法に
入れた。この修正は「米州の呪い」8であっ
た。 

 
8 ルーズヴェルトが「善隣外交」としてラテンアメリカ諸国に対する軍事干渉の放棄に同意した 1933 年

12 月の「第七回米州諸国会議」(於 : モンテビデオ)でキューバ代表は、「介入は『米州の呪い』で、(中略)

キューバ共和国にとっての諸悪の根源である」と断じるなど(草野 2013)、「プラット修正条項」は常に米・

キューバ関係の棘であった。 

[キューバの保護国化] こうして 1902
年 5 月 20 日に米国の軍政が終わり、憲法
が公布され、2 月の選挙でトマス・エスト
ラダ・パルマが大統領(任 1902-06)になり、
キューバ共和国が発足する。1903 年 5 月
22 日に両国は「プラット修正条項」を両国
間の恒久条約にし、これが米国のキューバ
干渉を合法化するメカニズムになり、「モ
ンロー・ドクトリンという合衆国による一
方的な権利の主張ではなく、条約によ」る
合意となった(西崎 1985)。 
その後米国はキューバの政治に三回干

渉した。1906年 8 月にエストラダ・パルマ
の再選に際して反対派が蜂起し武力闘争
に発展したので、セオドア・ルーズヴェル
トは、フィリピンの植民地化で活躍した
W・H・タフト陸軍長官をキューバに派遣
し、2 週間後にチャールズ・マグーンを総
督にして 1909 年 1 月まで直接統治した。
また 1912 年にキューバの黒人たちが「黒
人独立党」を組織して反乱を起こすと鎮圧
のために海兵隊を派遣した。1917 年 2-3月
には保守党のマリオ・ガルシア・メノカル
が大統領選で当選した時に自由党が反乱
を起こしたので軍事干渉した。こうして
「プラット修正条項」の下でキューバの対
米従属は決定的になった。 
なおこの保護国というキューバの地位

はフランクリン・ルーズヴェルトが提唱し
た「善隣外交」の下で 1934 年に恒久条約
が廃棄されるまで続いた。もっとも恒久条
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約が撤廃されたといっても、米国が1903年
2 月に締結した海軍・軍事基地貸与条約に
よってキューバから獲得したグァンタナ
モ海軍基地を管理化においている。 
他方経済の分野では、米国は 1903 年 12

月に発効したキューバとの互恵通商条約の
下でキューバ糖やタバコが米国に輸出され
るようになる一方、米国の工業製品はキュ
ーバ市場で有利な待遇を受けることができ
た。その結果米資本の対キューバ直接投資
が増加して、経済関係が一層深まった。特に
第一次世界大戦で砂糖の需要が伸びた。「米
西戦争」が始まる前の 1897 年時点の米国の
総投資額が 5 千万ドルであったのに対し 
1920 年代末には 11 億ドル以上に達した。
その投資も砂糖産業ばかりでなく、金融、鉄
道、港湾、電力、電信・電話などの部門にま
で拡大し、米国の政治的経済的支配が強ま
った(加茂 1996 p.121)。 
 

「米西戦争」の歴史的意味 

最後に米国史観からではあるが、キュー
バの独立運動から始まった「米西戦争」9の
歴史的意義について考えてみたい。米国は
2 億 5 千万ドルの戦費とフィリピン取得の
代償である 2千万ドル、そして 3千名弱(戦
闘での死亡は 379 名)の人命を引き換えに、
ジョン・ヘイ国務長官の言葉を借りればこ
の「輝かしい小さな戦争」に勝った。戦闘ら
しい戦闘はマニラ湾とサンティアゴ・デ・ク
バで行われただけであった。そしてキュー
バを保護国にし、フィリピンを植民地にし、
プエルト・リコ、グァムを割譲させた。 

 
9 1946 年にキューバの議会はキューバの独立闘争から始まった経緯からこの戦争の正式な呼び名を「米西

キューバ戦争」にすると決議した。 

「米西戦争」は米国史家によってその結
果において重要な戦争であったと言われる。
米国はこの戦争によって環カリブ海地域で
19世紀来の英米の覇権争いに最終的決着を
つけ、西半球に対する「モンロー・ドクトリ
ン」を実効性のあるものにした。またこの戦
争を嚆矢にしてハワイ諸島(1898)、グァム
島(1898)、フィリピン諸島(1898)、ウェー
ク島(1899)、サモア(1899)などを獲得して、
外交の翼をアジア・太平洋にまで広げ、列強
の帝国主義に伍して積極外交を進めるよう
になった。このようなことから、「米西戦争」
は米国が帝国主義レースへの参加を告げる
号砲であった。 
米国人の意識もこの戦争によって大きく

変った。建国の父ワシントンの「告別の辞」
以来の、欧州列強との同盟を避けて独自の
途を歩む孤立主義を反古にした。「イギリス
帝国植民地から武力闘争をへて独立した共
和国として、反植民地主義を自国の伝統と
して標榜するアメリカが帝国政策を追求す
ることはあり得ないというのが、当時のア
メリカ社会に広く共有された素朴な了解」
(中野 2007 p.26)であったが、その認識も変
わった。 
しかしキューバ人にすれば、独立闘争と

して戦い、もう少しでスペインに勝てたに
もかかわらず、米国にその果実を横取りさ
れ、挙句の果ては保護国にされた。キューバ
の自由は達成されず、その後の米・玖関係に
禍根を残すことになった。 
 
5. パナマは運河のために生まれたような
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国 
 
米国がキューバの保護国化を進めていた

頃、次に帝国主義の矛先を向けたのはコロ
ンビア領のパナマであった。その目的は運
河の建設であった。運河建設の立役者とし
て動いたのは「米西戦争」で「ラフ・ライダ
ーズ」を指揮して名をはせ、1901 年 9 月の
マッキンリーの死により副大統領から昇格
したセオドア・ルーズヴェルト(任 1901-09)
である。ちなみにルーズヴェルトがカリブ
海地域で「遠大な政策 Large Policy」を始め
る中でとった最初の行動は、ドイツがデン
マーク領ヴァージン諸島を購入ないし租借
して海軍基地を建設するとの噂を懸念し、
1902 年 1 月に 500 万ドルで同諸島を購入
する条約を結んだことである(最終的に
1917年 2500万ドルに)。それではこれから
運河建設とパナマ国の誕生の話をしよう。 

[交通の要衝パナマ] 中米地域は南北
両アメリカ大陸を結ぶ地峡で、その地形か
らスペインの植民地時代より両大洋間を結
ぶ通廊として交通の要衝であった。「ペルー
副王領」で産出される銀やスペインの産物
が太平洋岸のパナマ市とカリブ海側のポル
トベーロを結ぶ陸路か、チャグレス川を利
用する「クルセスの道」で運ばれた。19世
紀初めに「新大陸」を紀行したアレクサンダ
ー・フォン・フンボルトも中米地峡で可能性
のある 5 ルートの一つとして幅 90 キロし
かないパナマ地峡を挙げている(フンボル
ト 2003 pp.286-287)。 

1848年1月にカリフォルニアで金鉱が発
見され、その年の末からゴールドラッシュ
が始まると、一攫千金を夢見る人々がニュ
ーヨーク(一部はニューオーリンズ)からサ

ンフランシスコへコーネリアス・ヴァンダ
ービルトが始めたサン・ファン河・ニカラグ
ア湖を経由するニカラグアルート(1852 年
までに月間1万人)もしくはパナマ地峡ルー
トを使って移動した。パナマルートの人々
は、米国の東海岸から帆船や蒸気船でカリ
ブ海側のコロンに着き、熱帯のジャングル
で覆われた地峡を横断して太平洋岸のパナ
マ市まで行き、そこから太平洋岸を走る郵
便汽船などでサンフランシスコに向かった。
1855 年 1 月に米国人のウイリアム・アスピ
ンウォールが横断鉄道を完成させると、こ
のルートは便利になった(北米大陸横断鉄
道が開通されるのは 1869年 5月のこと)。 

[パナマ運河の建設計画] この地峡に
運河を建設するアイデアは 19 世紀に幾度
となく浮上した。特に英国と米国がこの回
廊の建設に熱心であったのは先に述べた。
この頃米国では運河のルートとしてニカラ
グアかパナマかで国論は二つに分かれてい
た。当初はニカラグアルートが有力であっ
た。1867 年の「ディキンソン・アヨン条約」
に始まり、チェスター・A・アーサー政権が
1884 年 12 月にニカラグアとの間で 10 年
以内に建設される計画の運河地帯を保護領
とする「フリーリングハイゼン・サバラ条
約」を締結したが(Smith 1979 pp.110-111)、
後任のクリーブランドが上院審議から取り
下げた。1887 年に民間の「海運運河会社」
がニカラグア政府との間で建設契約を結ん
で工事に着手したが、1893 年に破産したの
で頓挫した。他方でパナマルートについて
は、スエズ運河を建設したフェルディナン・
ド・レセップスが 1880 年から民間会社方式
で運河建設に乗り出したが、1888 年にはマ
ラリアや黄熱病などの蔓延、難工事と資金
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難から中断した。 
米国は「米西戦争」の最中にハワイ諸島を

併合し、「パリ講和会議」でフィリピン、グ
ァムを獲得し、その後中国に対する経済的
進出の関心を強くすると、俄然運河建設計
画に関心を深めた。「米西戦争」の最中に軍
艦オレゴン号がサンフランシスコから南米
南端のホーン岬経由でカリブ海の戦場にか
けつけるのに 67 日間も要し、地峡に運河が
あればその 3 分の 1 の期間で到着できたこ
とも、その議論に拍車をかけた。 
マッキンリーは運河建設の地ならしとし

て英国が長年拒んできた「クレイトン・ブル
ワー条約(1850 年)」の改定を目論んだ。そ
して 1900 年 2 月に英国との間で運河建設
の排他的権利を得る最初の「ヘイ・ポンスフ
ォート条約」を締結した。上院が運河の地位
につき修正を提起したので再交渉の末、
1901 年 11 月にルーズヴェルトが単独で中
米地峡に運河を建設し、運河地帯を要塞化
しても良いとする権利を英国との間で獲得
した。というのもこの時英国は他の地域の
ことに手が一杯で、カリブ海地域のことに
まで係りあっておられず、譲歩したもので
ある。ちなみにルートについては、1902 年
1 月に議会の「運河委員会」がパナマ案を推
し、6 月にニカラグアの選択肢も残しなが
らもパナマルートを決める「スプーナー法」
を採択して結論を出した。 

[パナマの独立に手を貸す米国] その
時問題になったのはこのパナマ地域がコロ
ンビア領であったことである。そこで 1903

 
10 1911 年 3 月に『ニューヨーク・タイムズ紙』は、ルーズヴェルトがカリフォルニア大学バークレー校
における演説で、「私は運河地帯を獲得した(I took the Canal Zone)」と述べたと報じ、彼の「ビッグ・ス
ティック」外交として一躍有名になった。もっとも演説の最終原稿では、「私は〔パナマ〕地峡に出かけ
て、運河を始めた」になっていた(中嶋 2008)。ちなみに米国はルーズヴェルトが死んだ後の 1921 年にコ

年 1 月にコロンビアとの間で「ヘイ・エラ
ン条約」を締結し、運河の両サイド各 5 キ
ロ(約 3マイル)、全幅 10キロの運河地帯を
利用する権利を獲得した。ところがコロン
ビアでは、1899 年から 1902年 11月まで保
守、自由党の「1000 日戦争」が起り、運河
地帯の主権が尊重されていなかったことや
1000 万ドルの条約の批准時に支払う一括
金と 9 年後から始まる年 25 万ドルの使用
料を不服として、上院が 8 月に条約を否決
した。ちなみに米上院の方は 1903 年 3 月
に批准していた。 
この時計画は一旦挫折したかに見えたが、

日頃より地峡の交通によって利益を得てい
たにもかかわらず恩恵を受けていないとし
て不満を抱いていたパナマ市のマヌエル・
アマドール・ゲレーロ等の有力者達は、コロ
ンビア議会の動きに失望し、1903 年 11 月
3 日に独立を宣言するという挙に出た。米
国政府は企てを知りながら黙認していたの
ではないかと言われている。すると前日か
らカリブ海側のコロン港に停泊していた米
軍艦ナッシュビルは、コロンビア軍が叛乱
鎮圧のために上陸しようとするのを妨害し、
またコロンからパナマ市までの鉄道を使う
ことを認めず、反乱派はほとんど無血で独
立を達成した。米国が 3 日後にこの生まれ
たばかりのパナマ国を承認したことから、
独立は確実なものとなった。こうした経緯
から「遠大な国策」の信奉者あったルーズヴ
ェルの外交は、その強引な手法から砲艦「ビ
ッグ・スティック」外交と呼ばれる 10。 
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[パナマと運河建設条約の締結] パナ
マが独立すると、1903 年 11 月 18日に米国
は新生国家パナマの在米特命全権公使ビュ
ノー=ヴァリヤ 11とワシントンで「ヘイ・ビ
ュノー=ヴァリヤ条約」を結んだ。それは独
立を宣言して 15 日目という手際の良さで
あった。 
この条約は先の「ヘイ・エラン条約」がベ

ースになっていた。米国がパナマの独立を
保障・擁護し、「あたかも主権を有するがご
とく」運河の中心線から両側各 5マイル(約
8 キロ)、全幅 10 マイル(「ヘイ・エラン条
約」では約 6 マイル)の運河の建設・運営に
必要な土地の永久租借権を持ち、運河の安
全、保全のために米国が「自らの警察と陸海
軍を使用し、その目的のための堡塁を構築
する権利」を保有するなど、米国側に非常に
有利な内容であった。 
その代償として米国はパナマに対して

1000万ドルの一時金と条約の発効の9年後
から毎年 25 万ドルの使用料を支払うこと

 
ロンビアに 25 百万ドルを供与した。 
11 ジョン・ヘイ米国務長官と条約を結んだフィリップ・ビュノー=ヴァリヤは、倒産したレセップスの会

社のフランス人技師長であった。当時運河の建設並びにパナマの独立と米国による国家承認に奔走してい

た。1903 年 11 月 6 日に新生国家パナマから特命全権公使に任命されると、彼はパナマから来る使節団を

出し抜いて米国に有利な条約を結びんだ。すると役目を終えるかのように歴史の舞台から退場した。 
12 閘門式運河のアイデアは、既に 1822 年にスコットランドの「カレドニアン運河」や 1833 年にアメリカ

の五大湖のエリー湖とオンタリオ湖を結ぶ連絡水路である「ウエランド運河」で実現していた。 
13 米国にとって運河の防衛は重要な問題だった。日本が真珠湾を攻撃し第二次世界大戦が始まると、パナ

マの官憲は直ちに適性国家の日本人を拘束し、翌年北米の収容所に送った。米国から疑いの目で見られて

いた天野芳太郎氏も捕まったうちの一人であった(天野 1983)。ちなみに天野氏は一旗揚げようとパナマで

雑貨商から身を興し、ラテンアメリカで「我が同胞中の屈指の成功者」になった(田中 1940 p.423)。彼は

米国の収容所に送られた後交換船で日本に帰り、戦後はペルーに渡航し、ここを拠点に事業を再開した。

そしてリマに「天野博物館」を作って、チャンカイ文化など古代アンデス文化の遺物の保存に力を尽くし

た。 

を約束した(歴史学研究会 2008 p.401)。破
産したフランスの「新パナマ運河会社」に対
しては 4000 万ドルを支払ったと言われて
いる。米国は計画を当初レセップスが試み
た海面式運河からガツン湖の貯水を利用す
る六段からなる閘門式運河 12に変更し、
1904年 5 月から建設を始め、第一次大戦が
勃発した直後の 1914 年 8月 15日に正式に
開通させた。現在でも米国のみならず世界
の海運の大動脈である。そして米国にとっ
てパナマ運河の建設によりシーレーンが走
るカリブ海の戦略的重要性は格段に上がり
13、これから述べる米国のカリブ海諸国に対
する干渉の一因になる。 

[パナマの保護国化] その後米国はパ
ナマを保護国にする。1904 年 1月に開催さ
れたパナマ憲法制定議会は、アメリカに幅
広い「介入権」を認める条項(アメリカ合衆
国政府は、公共の平和および立憲的秩序を
再構築するために、パナマ共和国のいかな
る場所にも介入することができるという第
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136 条)を含む憲法を承認した。また 1904
年 6 月に米との覚書によって通貨をドルに
し、1904 年 11 月にエステバン・ウェルタ
スがマヌエル・アマドール・ゲレーロ初代大
統領を追放しようとした機会をとらえ、軍
を解体し警察に組織替えした。 
その後もパナマは米国から様々な干渉を

受ける。そしてパナマが保護国の地位を脱
するのは、フランクリン・F・ルーズヴェル
トの「善隣外交」の時代のことである。1931
年に革命によって独立後パナマの政治を支
配してきた少数のエリート家族から政権を
奪ったアルモディオ・アリアスは、大統領に
就任した後の 1936 年 3 月にルーズヴェル
ト政権と「ハル=アルファロ条約」を結び(但
し批准は 1939 年)、パナマが運河地帯に対
する主権を持つことを認めさせた。また米
国は 1903 年の条約でパナマのいかなる領
域も運河防衛、中立維持のために接収でき
るとした権利を持っていたが、パナマとの
交渉によって決める必要最小限とすること
に同意した他、主権国家としてパナマにア
メリカ人に対する密輸取り締まりの強化、
運河地帯におけるアメリカ人による個人経
営の制限、運河地帯におけるパナマ人の大
幅な商業活動を認めた(小林 2000 p.50)。ま
た使用料も 25 万ドルから 43.6 万ドルに引
き上げられた。それでも米国による運河地
帯の支配を巡ってイザコザはなくならなか

 
14 ドミニカ(共)は 17 世紀半ば以来サント・ドミンゴと呼ばれていた。コロンブスは 1492 年 12 月 6 日に
“ハイチ(山多き土地の意)”のモール・サン・ニコラに着いて、12 月 9 日に“ハイチ”ないし“エスパニョー
ラ(「スペインの島」の意)”と名づけた。乗船していた先住民が Bohio とか、“金の土地”と呼んだので
(Rodríguez 1976 pp.123-124 & 453)、彼はてっきりアジアの東端に着いたものとばかり信じ、この島が探
し求めていた黄金の国シパンゴ(日本のこと)であると思い、金を求めて探検隊を送った。なおドミニカ
(共)の首都サント・ドミンゴの「コロンブスの灯台」にコロンブスの遺骨が祭られている。もっともコロ
ンブスの墓はスペインのセビリアの大聖堂にもある。 

った。 
結局運河の返還が実現するまでに 1 世紀

弱という途方もなく長い時間を要した。そ
れはカーター政権(1977-81)時代のことで
ある。1977 年 9 月の「新パナマ運河条約(通
称 : トリホス・カーター条約)」で決まり、
1999 年 12 月末日に米国の防衛の傘の下で
パナマ側に運河の管理運営権が移管され、
実態的にも運河地帯がパナマの主権に入っ
た。 

 

6. 債務問題で干渉されたドミニカ(共) 

 
次に環カリブ海にあるその他の国の情勢

を米帝国主義とからめて語る。まずセオド
ア・ルーズヴェルトが「ルーズヴェルト系
論」(付論参照)を唱えて債務問題を理由に
干渉し、ウッドロー・ウイルソンが軍政統治
を行ったドミニカ共和国(カリブ海にドミ
ニカという国があるので、以下ドミニカ
(共)と表記)である。 
略史から話を始めたいが、カリブ海にあ

るキューバに次ぐ島のエスパニョーラ島 14

の東 2/3 を占める旧スペイン領サント・ド
ミンゴは、もともと先住民タイーノ・アラワ
ク族の国であった。でもスペイン人がやっ
て来てからは、「新大陸」を植民地化するた
めの前線基地になり、ヨーロッパ風の町並
みが作られ、行政組織が整えられ、トマス・
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アキノ大学もできた。ところが余り金が見
つからず、一攫千金を目指すスペイン人植
民者は 1510 年代から大陸部に移り始め、ア
ステカ王国やインカ帝国を見つかると、こ
の島に見切りをつけた。植民地時代は、本国
へ銀の輸送ルート上にあったキューバのハ
バナや外敵の前線基地としてのプエルト・
リコの方が繁栄した。19世紀初めのラテン
アメリカ諸国が一斉に独立した時に、ドミ
ニカ(共)も 1821 年に独立したが、すぐに砂
糖生産で勢いのあった隣国ハイチの支配
(1822-44)を受けた。ハイチの占領によって
ドミニカ(共)の黒人奴隷制は解放されたが、
今に残るドミニカ人のハイチに対する憎悪
の元になった。再独立後はペドロ・サンタア
ナとブエナベントゥラ・パエスの抗争で不
安定なカウディリョ政治が続いた。その間
に 1861年から 1865年までサンタアナが引
き入れたスペインの統治も経験した。 
歴史的にこの地域で最も重要な産業であ

った砂糖は、ドミニカ(共)でも植民地時代
初めに行われたものの、人口減少、資本不
足、海賊などの侵略で廃れ(この時フランス
人によって島の西 1/3 がフランス領サン・
ドマング[=現在のハイチ]に)、再び盛んに
なるのは、先進国市場向けにラテンアメリ
カの農産品・資源輸出が盛んになる 19世紀
後半からである。キューバの第一次独立戦
争(1868-78)で戦禍から逃れて約 4000 人の
移住者がやってきて、これが賃金労働者を
使って大規模で近代的な農園が生まれる契
機になった(Carreño 1989 p.23)。1890年代
から米、独などの外国資本投資が東南部で
始まり、20世紀に入って(特に第一次世界大
戦後)、米国系の大規模な砂糖プラントが東
部にもでき急速に生産が伸びた(Carreño 

1989 p73)。それではこれから米帝国主義が
干渉を始めた背景や理由から話を始めよう。 

 
 「ルーズヴェルト系論」で関税管理 

[米国の干渉の背景になった債務問題] 
カウディリョ政治が続いた頃のドミニカ
(共)の政治は不安定で、財政の悪化が慢性
化していた。当初は政府も国内で短期国債
を売ったりしてやり繰りしたが、次第に海
外からの借款に頼るようになった。バエス
時代の 1869 年に関税を担保に英国のハー
トモント社から 42 万ポンドの借款を導入
した。 
ウリセス・エローの独裁時代(1882-84 お

よび 1887-99)になって政情が安定し、経済
の中心もタバコ・木材と牧畜からカカオ、コ
ーヒーに移った。また外国資本による砂糖
産業も興隆し、鉄道・電信などのインフラも
整備された。しかし国防や治安の維持、イン
フラの整備等に経費がかかったことから、
ヨーロッパや米国へ依存を強めた。1888年
にオランダのウェステンドープ社から関税
(1888 年の税収は 150 万ペソであったが、
88% を占める重要な財源 [Sang 1987 
p.139])の 30%を担保に 77 万ポンドの借款
を導入した。その時にハートモント社に借
款を返済した(Moya Pons 2002 p.414)。ウ
ェステンドープ社が破産したことから
1893 年 3 月にエローは米国の投資会社サ
ン・ドミンゴ改善会社から関税管理を担保
に借款(125 万ドルと 203.5 万ポンド)を調
達し、その借款でウェステンドープ社のも
のを含む内外の債務を返済した (Moya 
Pons 2002 p.420)。これが米国から初めての
借款であった。その後も新規借款を得て、
1895 年にはこの国は事実上サン・ドミンゴ



22 
 

改善会社の支配下に入った (Atkins & 
Wilson 1998 p.35)。このように新たな借款
で旧債務を返済するという自転車操業的な
ことを続け、関税収入が 2 百万ドルになる
かどうかの時代に内外の累積債務額は 34
百万ドルに上った(Moya Pons 2002 p.430)。
フランスの銀行が関税・財政管理をしてい
たことで返済もきちんと行っていたハイチ
とは大きな違いである。 

[エロー暗殺後の混乱] ところが 1899
年 7 月にこの独裁者が暗殺された。すると
政情がにわかに不安定化し、その後はエロ
ーの暗殺に加担したカウディリョのオラシ
オ・バスケス(青党)とやはり倒壊を画策し
ていたフアン・イシドロ・ヒメネス(赤党)の
抗争になった。財政悪化の問題はエローの
時代からの宿題であったが、政情不安が加
わったのである。治安回復のためにますま
す財政支出が必要となり、ドミニカ(共)政
府がベルギー、仏、独、伊、英等で売った債
権の返済が滞ると、1901年 1月にヒメネス
大統領(任 1899-02)はサン・ドミンゴ改善
会社から関税徴収の権利を取り上げ、その
関税収入の 40%をヨーロッパの債券保有者
に返済するという手段に出た。この時代は、
1902年12月に債務不履行によって伊、独、
英がベネズエラに武力干渉する事件が発生
したように(付論参照)、ヨーロッパの強国
が債権回収のために武力干渉するのは決し
て珍しいことではなかった。これに対しラ
テンアメリカ諸国は「ドラゴー主義」15を唱
えた。 

 [ルーズヴェルトが始めた関税管理] 

 
15 ヨーロッパ列強は公的債務を理由に武力介入、或いは米州国家領土の占領を行ってはならないという
原則。1907 年の第二回ヘーグ会議において国際条約として成立した(「ポーター条約」)。 

サン・ドミンゴ改善会社は関税の徴収権を
取り上げられると国務省に泣きついた。こ
の時は国務省が間に入って、1903 年 1 月
にドミニカ(共)の借款 1100 万ドルを 450
万ドルに減額し、政府債券 85 万英ポンド
を額面の半額にすることでバスケス大統
領(任 1902-03)との間で和解した(Moya 
Pons 2002 p.433)。ところがそれでも政情
が安定せず、ルーズヴェルトはヨーロッパ
諸国がドミニカ(共)に干渉するのではない
かと懸念した。彼の頭には 1902年 12 月の
英・独・伊のベネズエラ干渉があった。 
そこでルーズヴェルトは、ドミニカ(共)

に対する関与を強めようとして、1904 年 12
月に西半球で「慢性的な非行と無力状態」に
ある国に対しては、合衆国の「国際警察力の
行使」と「干渉」を必要とするというモンロ
ー主義の新しい解釈、すなわち「ルーズヴェ
ルト系論」(付論参照)を年次教書で発表し
た。それは欧州諸国による「新大陸」への干
渉を排除するために 1823 年に出した「モン
ロー主義」を再解釈するもので、米国が自ら
の干渉を正当化するためであった。 
米国は関税管理をするために、1905 年 2

月にカルロス・F・  モラレス大統領(任 
1903-05)との間で「ドミニカ・アメリカ協
定」を締結した。モラレスとしては米国と条
約を結ぶことによって国内の反乱を抑えた
いという意図もあった。この協定の内容は、
米大統領の指名する管理官が関税を管理し、
収入の 45%をドミニカ(共)に渡し、残りを
税関の経費やサン・ドミンゴ改善会社を含
め内外の債権者に比例配分するというもの
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で、ドミニカ(共)は勝手に関税率を変更す
ることができず、新規借款を得る際は米国
の同意を求めることが条件になっていた
(Moya Pons 2002 p.439)。協定はすぐに米
上院で批准されなかったのでルーズヴェル
トは 3 月に政府間ベースの行政協定を結ん
で実行した。なお条約の方は 1907 年 7 月
に一部修正の上で、米上院の同意を得た。そ
の際 20 百万ドルの新規借款を供与し、米国
が唯一の債権国になった(Calder 1984 p.4)。 

 

ウイルソン政権の軍政 

[不安定な政治とウイルソンの軍事干
渉] ところがドミニカ(共)に対する米国
の干渉はルーズヴェルトの時代だけで終わ
らなかった。平和主義者と言われるウッド
ロー・ウイルソン(任 1913-21)の時代になっ
ても続いた。 
ドミニカ(共)では、1905 年からモラレス

を追放した副大統領のラモン・カセレスが
政権(1905-11)に就いて一応の政治的安定
を得た。最大の輸入相手先になった米国と
の関係も良好で、外国投資が進み、共有地を
整理する法律や農業機械の輸入税を免税に
し、農業振興の法整備によって砂糖産業も
興隆した。関税収入でインフラも整備した。
ところが 1911 年 11月にカセレスが暗殺さ
れると、再びカウディリョが暗躍するよう
になり、政治が流動化し治安も悪化した。 
政治情勢が混迷を深めると、ウイルソン

は安定化のための「ウイルソン計画」を立案
した。それは米国の監視の下に公正な選挙
を実施して大統領を選び、米国による関税
管理や財政管理、米国が監督して公共時期
業の実施、米軍が指揮する国警隊の創設に
よって国内の安定を得るものであった

(Atkins & Wilson 1998 p.46)。このウイルソ
ンの民主主義・選挙を重視する姿勢や治安
維持機関を創設して国内政治を安定させる
という考え方は、その後米国がカリブ海で
進めた政策の原型となるものであった。米
国としてはドイツなどの域外国がカリブ海
に浸透してくることを懸念したのが背景に
あった。キューバやメキシコに比べれば、経
済的理由は決定的な理由ではなかったと言
える(Calder 1984 p.xii)。 
内政の混乱の末に、1914 年 10 月の選挙

で大統領になったフアン・イシドロ・ヒメネ
ス(任 1914-16)に「ウイルソン計画」を提示
し関税管理を始めたが、ドミニカ(共)国内
で反対の声が沸き起こり、1916 年 4月にヒ
メネス内閣の国防相であったオラシオ・バ
スケス派のデシデリオ・アリアスが首都で
反乱を起こした。そこで翌 5 月にウイルソ
ンは海兵隊を派遣して首都サント・ドミン
ゴを制圧した。そこでヒメネスは大統領を
辞任した。主要な港が米軍の手に落ち、7 月
に議会は後任にフランシスコ・エンリケス・
イ・カルバハルを臨時大統領に選出したが、
米国はドミニカ(共)側が「ウイルソン計画」
を受け入れないことから、同政権を承認し
ないばかりか、関税収入も渡さず糧食を断
つ作戦に出た。それでもエンリケス大統領
は「ウイルソン計画」の受け入れに抵抗し
た。米軍の駐留に対するマスコミの批判が
高まり、住民との間でいざこざが絶えなか
った。そこで米国は一層統制を強めるため
に、議員の任期が終わる 1916 年 11 月に占
領軍のハリー・S・クナップを首班とする軍
政を宣言した。前年の 1915 年 7 月に軍事
干渉を始めたハイチィの場合は傀儡政権方
式であったが、この国の場合はクナップ軍
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政長官の下で米国海軍将校がドミニカ(共)
人の官僚を使って行なう直接統治方式であ
った。 

[軍政の政策] 米国の軍政は 1916 年か
ら 1924年まで続いた。その間に米国は教育
や保健衛生状態の改善、幹線道路や港湾、電
信・電話などの公共施設の建設、行政・財政
改革(所得税の導入)などドミニカ(共)を近
代化する改革を進めた。特に最初の 4 年間
に強力に推進した。1920年に土地登記法を
制定して共有地の整理を徹底させ、米国系
を含む砂糖大土地所有者に対する土地の取
得や利用を有利にする政策をとった結果、
砂糖産業が興隆した。また地方のカウディ
リョが私兵を募って反乱を起こすことのな
いように刀狩を行い、1917 年に唯一の武力
機関として海兵隊の指揮下で「ドミニカ国
警隊」を創設し、ハイナに訓練校を設置し
た。このアカデミーに後に独裁者となるラ
ファエル・トルヒーリョが 1918年 12 月に
入隊した。 

[軍政に対する反発と撤兵] 米国の軍
政はハイチにおけるように二国間の条約に
基づくものではなく、ドミニカ(共)の主権
を侵害する行為であったから、独立を回復
したいという気持ちは米国内のみならずヨ
ーロッパ、ラテンアメリカ各国で大きな反
響を呼んだ(Calder 1984 pp.188-189)。また
1917 年初めから 1922 年半ばにかけてドミ
ニカ(共)国内では米軍の駐留に対する反抗
心がセイボ、サン・ペドロ・マコリス等東部
で武装農民ガビリェロスによるゲリラ活動

 
16 米国の軍政に対する武装住民の反乱はドミニカ(共)ばかりでなく、ハイチ、ニカラグアでも起った。

日本でも第二次世界大戦後暫くの間米国の進駐軍の施政が続いたが、日本で武装反乱が起こったとの話を

聞いたことがない。この相違はどこから来るのか。 

になった。犠牲の多いゲリラ戦は軍政にと
って大きな負担であった。 

1918 年 11 月に第一次大戦が終わると、
米国民もドミニカ(共)の問題に関心を向け
るようになり、米内外の反対運動によって、
国務省としてもこの問題を真剣に考えざる
を得なくなった。そこで 1920 年 12 月にウ
イルソンは撤兵を表明し、ウォレン・G・ハ
ーディング政権(1921-23)下で撤兵のため
の協議が始まり、1922 年半ばにサムナー・
ウエルズがドミニカ(共)担当弁務官になり、
撤兵の手順を合意した。それは軍政を維持
しながら臨時政府の下で選挙を実施すると
いう計画であった(Munro 1974 p.55)。 
その結果 1922 年 10 月にフアン・バウテ

ィスタ・ビシニが臨時大統領になり、選挙法
の策定に難航するものの、1924 年 3月に大
統領選挙が行われてオラシオ・バスケスが
当選した(任 1924-30)。米軍は 8 月までに
完全に撤兵した。1924 年 12 月にバスケス
は 1907 年の条約に代わるものとして米国
に債務の返済が完了するまで関税管理を委
託する新「ドミニカ・アメリカ協定」に署名
した(1940 年 9 月にドミニカ(共)は関税自
主権を取り戻す「トルヒーリョ・ハル条約」
を米国と締結)。 
こうしてドミニカ(共)は、1821 年にスペ

イン植民地、1844 年にハイチの支配、1865
年にスペインの併合に続き、4 度目の独立
を達成した。軍政がハイチに比べ早く終り
を迎えたのは、駐留が非合法で、東部のゲリ
ラ活動 16やドミニカ(共)側の政治家・知識
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階層からの粘り強い抗議とラテンアメリカ
諸国の支援・連帯があったからである。ちな
みにこの撤兵は米国が「善隣外交」を打ち出
す前のことであった。 

 
7. ニカラグアとサンディーノの反米闘争 

 
米国は、中米地峡が運河建設の候補地で

あったことから、19世紀後半よりこの地域
に大きな関心を持っていた。パナマと並び
運河建設の地理的条件を備えていたのがニ
カラグアである。ここが運河建設の候補地
であったことから、米国はニカラグアに帝
国主義の食指を伸ばす。またこの国は中米
で最大の面積を持ち、中米の真ん中にある
という戦略的位置から、地域の安定の上で
も重要で、米国は何とか政治を安定させた
かった。これに抗してサンディーノが米国
の干渉に対し反帝国主義を掲げてゲリラ闘
争を行った。この項ではその反米闘争に加
え、米国が国際条約によって平和を確立し

 
狐崎知己は、ドミニカ(共)では植民地時代から人口が少なく、砂糖プランテーションが発達せず、中央集

権的な権力もなく、孤立した地方で人々が自由気ままな暮らしをする歴史を持ったことから、これを脅か

す中央集権化や土地所有権の確立を進める軍政になると、それに抵抗する匪賊が生まれたと説明している

(狐崎 2018)。 
17 19 世紀後半の中米では、米系資本によるバナナ生産と並んで、ハイランドでコーヒーの生産・輸出が

盛んになった(ホンデュラスを除く)。1830 年代に大規模な栽培が始まったコスタリカを嚆矢とする。その

後グアテマラ、エルサルバドル、遅れてニカラグアで広まった。1870 年代以降、自由主義政権の下で教会

の所有地や先住民の共有地の私有地化により土地所有の集中化が進み(但し人口の少なかったコスタリカ

を除く)、輸出振興が図られた。すると先住民はコーヒー農園で労働者になるより生きる途がなく、多数の

貧困な農民が生まれるいびつな社会構造になった(加茂 1996 pp.105-111)。そしてこの矛盾が 20 世紀の社

会不安と紛争の大きな原因になる。 

なお中米の国々はもともと経済規模が小さく、経済社会発展レベルも低い上に、米国からのバナナ投資

や政治干渉を受けた国もあって、確固としたオリガルギア階層が育たず、生まれても彼らの利益を守るカ

ウディリョが政治をする権威主義体制が続いた(Cardoso 1991 pp.61-63)。 

ようとした中米安定化の法的枠組みについ
ても説明する。 

 
ニカラグアの略史と中米の状況 

[米国の干渉前のニカラグア] ニカラ
グアは 1838 年 4 月に事実上解体していた
中米連邦から独立を宣言した。この国の植
民地時代の輸出はカカオ、染料の原料であ
る藍、牧畜で、この国の肉は本当においし
い。19 世紀後半にはコーヒー生産が盛んに
なった 17。この国は独立以来、二大都市で
あるレオンの自由党とグラナダの保守党
の対立が続き、なかなか政治が安定しなか
った。1850 年から米国の富豪コーネリア
ス・ヴァンダービルトが保守党政権と契約
を結び、サン・フアン河・ニカラグア湖を
経由する運河建設を計画したばかりか、こ
のルートを使って米カリフォルニアのゴ
ールドラッシュで需要の生まれた人々の
輸送業を始め繁盛した。そのような時代の
1854年 5月に自由党の重鎮フランシスコ・
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カステリョンとの契約でやってきた米国
人のウイリアム・ウォーカー18が、自由党
と保守党との内紛に乗じて一国の大統領
にまで登るという今ではちょっと考えら
れないような事件も起こった。1857 年にウ
ォーカーが追放されると、その後は両党の
合意が成って自由党も加わる保守党政権
の統治が 1893年まで続いた。「保守党の 30
年間」と呼ばれる。首都も 1858 年にレオ
ンとグラナダの中間に位置する今のマナ
グアに確定した。 

[自由主義者セラヤの政治] ところが
1893 年に保守党が割れたのを機にコーヒ
ー業で力をつけた自由党のカウディリョで
あるホセ・サントス・セラヤが大統領(任
1893-1909)になった。ヨーロッパに留学し
自由主義的な考えを持つセラヤは、国民の
主権の尊重、女性を含む全ての国民に参政
権、三権分立の憲法を制定し、中米諸国では
遅ればせながらも教会と国家の絆を切り、
教会が持っていた特権、財産、教育権を取り
上げ、公教育を振興した。先住民の土地を取
り上げて土地の集中化を進め、その頃既に
中米で広く広まっていたコーヒー生産を育
てた。また独占権を与えて外国資本を誘致
する政策をとった(Staten 2010 pp.32-33)。 

[不安定な中米の政情] 米国は中米地
峡が運河建設の有力な候補地であったこと

 
18 ウイリアム・ウォーカーは、自由党に雇われてニカラグアにやってきて国内政治を混乱させた米国の
フィリバスター(侵入者)である。彼は 1854 年 5 月にニカラグアにやってくると、保守党の牙城グラナダ
攻略で名をあげて実力者になり、パトリシオ・リバスを臨時大統領に据えた。リバスが辞任しウォーカー
は形ばかりの選挙で 1856 年 6 月に大統領になる。しかし 1857 年 5 月に反発する中米 4 ヵ国連合軍との
戦いに敗れ追放された。その後ウォーカーは、1860 年 6 月に再び中米に舞い戻りホンデュラスのトルヒ
ーリョに上陸したところを、中米 4 ヵ国を支援していた英海軍に捕えられ、ホンデュラス当局に引き渡さ
れて 9 月に銃殺された(Woodward 1991 pp.30-31)。彼は中米ではフィリバスター、米帝国主義の手先と
して今でも人々の口の端に上る。 

からこの地域の安定に大きな関心を持って
いた。ここがヨーロッパ列強の勢力下に入
り運河建設の利権を持つようになれば、カ
リブ海の安全保障に重大な支障になると考
えた。問題は独立後の中米地域の政治がカ
ウディリョの争いで安定しなかったことで
ある。各国間でライバル意識が強い上に、自
由派と保守派との根深い対立、一国に独裁
者が生まれると亡命した反政府のカウディ
リョが隣国から政府の転覆を画策したり、
周辺国が団結して独裁者に対抗したりした
のが混乱の大きな原因であった。従って一
国の政情不安は周辺国に伝播し、各国が協
力して平和を保つ動きは幾度も挫折した
(Lenard 1999 pp.91-93)。 

[運河を巡ってセラヤと米国との関係が
悪化] 米国が中米の政情不安に神経質に
なっていた時、最大のトラブルメイカーと
見なしたのが、ニカラグアのセラヤであっ
た。セラヤが 1880 年代からブルーフィール
ズなどで始まった米国人の投資を害するよ
うになると両国の関係は徐々に悪化した。
それでもまだ米国が運河をパナマルートか
ニカラグアルートのどちらにするか検討し
ていた時はセラヤを評価し、セラヤの方で
も米国に協力的な態度をとったが、1902 年
にルーズヴェルトがパナマルートに決定す
ると二国間関係が悪化した (Schoonover 
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1991 p.136)。そして 1907 年頃までにはセ
ラヤを中米で一番の問題児と見なすまでに
なった(Munro 1964 p.167)。セラヤがボス
トンの H. C. エメリー社の持つ東部海岸で
の木材伐採権とラ・ルス & ロス・アンヘレ
ス社の鉱山開発権を取りあげ、大使館員に
対するいやがらせを始めると、米国のセラ
ヤに対する評価も一段と下がった。またセ
ラヤが運河を建設するための資金を日本や
ヨーロッパに求めたことから、米国はそれ
を域外国がカリブ海地域に進出する行為と
考えセラヤに対し強い不快感を持った。当
時ドイツの投資は 1898 年の 350 万ドルか
ら 60 百万ドル(1906 年)に増加し、ドイツ
の進出も懸念材料であった。そして米国が
反対したにもかかわらず、セラヤは 1909 年
5 月にロンドンのエセルバーガ・シンジケ
ートと大規模な借款(125 万ポンド=約 608
万ドル)の契約を締結した。それはこの地域
の覇権を持っている米国の神経を逆なでる
行為であった。なおニカラグアではセラヤ
政権の下で政治的混乱があったわけではな
い。また対外債務の返済も滞りなく行われ
ていたことから、ニカラグアが運河の建設
候補地であった上に、セラヤが米国にとっ
て問題児であったことが両国の関係悪化の
大きな理由であった。 

 [米国が進めた中米和親条約の締結とそ
の挫折] セラヤはグアテマラの独裁者で
あったマヌエル・エストラダ・カブレラ(任
1898-20)とライバル関係にあり、関係は良
くなかった。そうした状況下でエリフ・ルー
ト国務長官は、グアテマラの動きが原因で
中米各国間の緊張が高まると、1906 年にエ
ストラダ・カブレラの台頭を懸念するメキ
シコのポルフィリオ・ディアスと語らって、

条約を締結することによってこの地域の安
定を得ようと考え、1907 年 12 月にワシン
トンで中米和平会議を開催し、「ワシントン
(中米)条約」の締結を働きかけた(草野 
2011 pp.295-296)。ところが 1908 年にホン
デュラス国内の政争をきっかけにニカラグ
ア・ホンデュラスとグアテマラ・エルサルバ
ドルの二大陣営の抗争にまで発展した。そ
の時にあらゆる紛争や争議の解決を目指し
た「常設中米司法裁判所」(1908 年 5 月に
コスタリカに設置)はグアテマラ・エルサル
バドル寄りの裁定を下し機能しなかった
(Langley 1985 pp.48-49)。また 1909年 10
月にこれから述べるセラヤに対する保守党
の反乱が起こった時も、裁判所は結果を出
せなかった。そしてサン・フアン河経由の排
他的運河建設権、カリブ海側のコーン諸島
の半永久的租借権、太平洋側のフォンセカ
湾に海軍基地の建設などを取り決めるニカ
ラグアのディアス政権と米国との間で結ば
れた「ブライアン・チャモロ協定」に対し、
コスタリカとエルサルバドルが主権が侵害
されたとして 1914 年にニカラグアを裁判
所に提訴すると、ニカラグアは条約から脱
退し、実質的に瓦解した(Davis & Finan & 
Peck 1977 pp.161-162)。もっともこの条約
が正式に廃棄されるのは 1970 年 7 月のこ
とである。 
条約の締結によって安全保障と安定を確

保しようと司法裁判所設置の音頭取りをし
た米国が、中米諸国には干渉を控えること
を要求しながら締約国でないという理由で
米国は縛られないということでは
(Connell-Smith 1974 p.129)中米側の信頼
を得られはずもなく、この和平のフォーミ
ュラは機能しなかった。そもそも法治主義
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の米国と未だ民主主義が定着せず、カウデ
ィリョ政治が幅をきかしていた中米との間
では、政治の考え方や政治風土に違いがあ
り、条約によって和平を達成する考え方に
は無理があった。 
 
始まるニカラグアに対する米国の干渉 

[セラヤに対する反乱] 米国とセラヤ
の関係が悪化していた 1909 年 10月にカリ
ブ海沿岸の町ブルーフィールズで保守党の
アドルフォ・ディアス、ルイス・メナ、エミ
リアノ・チャモロ等のカウディリョがセラ
ヤに反乱を起こした。米国のニカラグアに
対する干渉の始まりとなった事件である。
セラヤが反乱に加わった二人の米国人を処
刑すると、ウイリアム・H・タフト(任 1909-
13)は外交関係の断絶をするなど圧力をか
けた。その結果セラヤは 12 月に辞任を余儀
なくされメキシコに亡命した。それでも米
国はホセ・マドリス・ロドリゲス暫定政府
(自由党)を承認しなかったばかりか、政府
軍がブルーフィールズの反乱軍を鎮圧しよ
うとすると、海兵隊を上陸させて妨害した。
勢いづいた保守派が各地で反乱を起こし、
1910 年 8 月にマドリス政権は倒れた。 

 [米国の干渉の始まりと関税管理] タ
フトは、マドリス政権が倒れた後の混乱の
中で、ニカラグアの安定を達成しようとし
て、1911 年 6 月に親米のアドルフォ・ディ
アス政権(1911-17)との間で関税管理を担
保にニカラグアの持つ対外借款をまとめて
引き受ける「ノックス・カストリーリョ借款
条約」を締結した(Munro 1964 p.193)。米
上院が批准しなかったことから、9 月にタ
フトはブラウン商会とセリーグマン商会に
ニカラグア政府との間で 15 百万ドルまで

融資する借款契約を結ばせた。ニカラグア
議会がこの契約を承認したので、1911年 12
月にニカラグアでも米国の関税管理が始ま
った(-1953 年)。タフトの「ドル外交」であ
る(付論参照)。但しニカラグアとの間では
保護国化の条約は結ばれなかった。 
 

米軍の駐留の開始 

[内政の混乱と米国の派兵] ところが、
1912年7月に対米従属を進めるディアスに
対する反発から、セラヤに対し反乱を首謀
した一人国防大臣のルイス・メナが蜂起し
た。タフトは、親米のディアスを支援する方
針を決め、1912 年 8 月に海軍兵・海兵隊
(2300 名)を首都マナグアに派遣した。10 月
に反乱軍を鎮圧すると、その後米国は米公
使館に海兵隊 100 名余を駐留させ、形ばか
りの選挙で、1913 年 1 月にアドルフォ・デ
ィアスを正式な大統領にした。 
ニカラグアの財政状態が引き続き厳しか

ったことから、1914 年 8月にウイルソンは
ディアス政権との間で「ブライアン・チャモ
ロ協定」を結び、300 万ドルの借款を供与す
る代わりに、サン・フアン河経由の排他的運
河建設権などを取得した。この協定の締結
が「常設中米司法裁判所」の安楽死の引き金
になったのは先に述べた。もちろんパナマ
運河を完成させたばかりの米国として、本
気でニカラグアに運河を建設する気はなく、
他国に運河を作らせないためであった。こ
の借款はそれまでの債務の返済に回された。 
公使館の警備という名目で米軍がマナグ

アに駐留することは、米国が保守党寄りで
あるとの意思表示になった。実際マナグア
駐在の米公使は全ての案件の相談に与った。
その後はディアス政権で駐米公使をしてい
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た保守党のエミリアノ・チャモロが 1917 年
1 月に大統領になり、再選禁止規定により
1921 年 1 月にはディエゴ・マヌエル・チャ
モロ(1923 年 10 月死亡しバルトロメ・マル
ティネス副大統領が昇格)が当選するなど、
暫くは米国の支援を得た保守党の支配が続
いた。保守党政権下でニカラグアは歳出の
43%を債務返済と関連経費に充てた。 

[米軍の一時撤兵] ウォレン・ハーディ
ング米大統領(任 1921-23)は、できるかぎ
り早く公正な選挙を実施してニカラグアか
ら海兵隊を撤兵させようと考えた。1924 年
10 月に実施された選挙では、大統領のマル
ティネスが推す保守党のカルロス・ホセ・ソ
ロルサノと自由党のフアン・バウティスタ・
サカサのコンビが当選した。保守党の実力
者であったエミリアノ・チャモロ候補は敗
北した。選挙により新政府が生まれたこと
で、カルヴィン・クーリッジ米大統領(任 
1923-29)は、政治から独立した国警隊の創
設・訓練を条件に選挙結果を認めた。ソロル
サノ新政権は、1925 年 1月に生まれ公使館
警備の海兵隊が引き続き留まることを求め
たにもかかわらず、クーリッジは 1925 年 8
月に撤兵した。 

 
米国の再派兵 

[サカサの反乱と再派兵] しかしソロ
ルサノ政権ができても、政治の安定を願う
米国の期待に反し、早くも 1925 年 10 月に
エミリアノ・チャモロがマナグアで反乱を
起こし、1926 年 1 月に政権の座に就いた。
米国はこの政府を承認しなかった。すると
1926年5月に自由党派がブルーフィールズ
で反乱を起こした。そこで米海兵隊がブル
ーフィールズに再び上陸した。反乱軍はチ

ャモロの政府軍によって容易に鎮圧された
が、1925 年 11 月から亡命していた自由党
のサカサ前副大統領がメキシコから武器・
兵の支援の約束を取り付けて 1926 年 8 月
にカリブ海岸北東部の町プエルト・カベサ
スで蜂起した。1926 年 10 月に米の斡旋で
自由党・保守党代表のコリント会議(於 : 米
軍艦デンバー)が持たれたものの、合意に至
らなかった。 
米国は、石油の利権問題でぎくしゃくし

ていたメキシコのプルタルコ・エリアス・カ
リェス大統領(任 1924-28)がサカサを支援
していたことから、親米で保守党のアドル
フォ・ディアスを中心に政権を作ることを
決めた(Munro 1974 pp.205-206)。米国の政
府承認が得られないことでチャモロが身を
引くと、ニカラグア議会は 1926年 11 月に
ディアスを大統領(任 -1929)に指名した。
米国はすぐさま政府承認した。この強引な
米国の干渉に対しラテンアメリカ諸国より
サカサ前副大統領が大統領になるのが合法
的であるとして非難の声が起こり、サカサ
は翌 12 月にプエルト・カベサスで大統領に
就任すると宣言した。米国は反乱を起こし
た自由党を制圧するために東部海岸に派兵
し、サカサのいるプエルト・カベサスを中立
地帯にした。こうして米海兵隊は 1927 年 1
月にニカラグアに戻ることになった。 

[「エスピノ・ネグロ停戦合意」] ディ
アスの政府軍と叛乱を起こした自由党との
軍事対立はこう着状態にあったが、ラテン
アメリカ諸国から米国の干渉に対する批判
が強まった。そこでクーリッジは速やかな
政治解決を図るために 1927 年 4 月に特使
としてヘンリー・L・スティムソン元陸軍長
官をニカラグアに派遣した。その結果ディ
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アスと自由党のホセ・マリア・モンカダ軍司
令官との間で 5 月 12 日にマナグアから 20
キロほど東にあるマナグア湖畔のティピタ
パで次のような「エスピノ・ネグロ停戦合
意」が締結された。 

1. ディアスは 1928 年の選挙まで任期を
全うすること 

2. 米海兵隊は必要な期間駐留し、米国が
1928年の選挙を監視すること 

3. 党派を問わず全面恩赦を与え、米軍に
武器を引き渡すこと 

4. 唯一の治安機関を国警隊とし、米将校
が訓練すること 
 

サンディーノの反米帝国主義闘争 

[サンディーノの反旗] こうして混乱
はティピタパ停戦合意によって治まるかに
見えた。だが、アウグスト・C・サンディー
ノだけは、「自分を売ることもしないし、跪
くこともしない」と言って米国の軍事干渉
に反旗を掲げ、ニカラグア北西部山岳地帯
でゲリラ戦を開始した。ここから“サンディ
ーノ物語”が始まる。 
当時ニカラグア国民の 8 割は農民であっ

た。サンディーノがゲリラ戦を始めた地域
は貧しい農村であった。1927 年 7月にヌエ
バ・セゴビア県都オコタルの米軍基地に対
する攻撃で始まったゲリラ戦争の前半(-
1928 年末)は、米海兵隊が前面に出て戦っ
た。米軍は 1927 年 8 月の時点で 1200 名ま
で減少していたが、ピークの 1928 年には
5800 名にまで増兵された (Munro 1974 
p.246)。しかし 1929年後半には米議会の予
算削減で 1300 名にまで縮小されたことも
あって、その後は米軍が訓練する国警隊が
中心になって戦かった。6 年間のゲリラ闘

争で両軍の犠牲者は、海兵隊 136(但し戦闘
では 47)名、国警隊 75 名の計 122 名、サン
ディーノの「ニカラグア主権防衛軍」側は
1115名であった(Walter 1993 p.32)。 

[ヒーローになったサンディーノ] サ
ンディーノは、ニカラグアを侵略する海兵
隊の撤兵、大統領経験者・候補者を除く不偏
不党の文民大統領の任命、ラテンアメリカ
諸国による大統領選挙の監視を要求した
(ビールズ 1996)。彼の行動は、米国のニカ
ラグア干渉に抵抗するナショナリズムに基
づいたもので、社会主義やマルクス主義と
は一線を画した(Staten 2010 p.41)。そして
1928年 1-2 月にハバナで開催された「第六
回米州諸国会議」に短いメッセージを送る
など、「祖国と自由」をスローガンに戦う彼
の闘争は、ラテンアメリカの人々から米帝
国主義に対する抵抗運動のシンボルとして
大いに注目された。サンディーノは米国に
とって治安を乱す“匪賊”であったが、この
闘争はラテンアメリカにとっては英雄的行
為であった。なおサンディーノはメキシコ
に援助を求めたが、武器を受けとらなかっ
たと言われる。 
［後は国警隊にまかせて］ スティムソ

ンとモンカダの合意に従い、1928 年 11 月
に大統領選挙が行われた。米国が監視する
この選挙では自由党の実力者ホセ・マリア・
モンカダが保守党のアドルフォ・ベルナル
ドをやぶって当選した(任 1929-32)。その頃
には米国もメキシコから支援を受けた自由
党であっても米国にとって脅威でないとい
う認識を持つようになっていた。そこで
1931 年 2 月にハーバート・フーヴァー大統
領(治 1929-33)は、国警隊の訓練にあたっ
ている一大隊(540名)と海兵航空隊(255名)
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を除く海兵隊を 1931 年 6 月までに撤兵さ
せ、1932 年の大統領選挙の監視が終われば
国警隊の訓練部隊も引き上げることを決定
した。それは 1933 年にルーズヴェルトが
「善隣外交」を発表する前のことであった。 

 
独裁者ソモサの登場 

1932 年 11 月に米国の監視の下で行われ
た大統領選挙で自由党のサカサが保守党の
アドルフォ・ディアスをやぶり当選した。
1933 年 1 月に就任したサカサ大統領(任
1933-36)は、米側にも受けのいいアナスタ
シオ・ソモサ・ガルシア(サカサ大統領の姪
と結婚)を米海兵隊撤兵後の国警隊(4000
名)の長官に任命した。 
サンディーノは米軍の撤兵によって武器

を置き、2 月にサカサ政権との間で和平協
定を結ぶが、政府側にとって彼は依然とし
て目障りな存在であった。サンディーノ側
としても政局の展望が開けていたわけでは
なかった。そんな状況下で 1934 年 2 月に
サカサがサンディーノを首都マナグアに招
くと、ソモサの国警隊が殺害してしまった。
こうしてサンディーノの脅威は取り除かれ
たが、サンディーノの存在はニカラグア人
の心から消えることはなく、1970 年代に米
国の支援を受けるソモサ独裁政権と米国帝
国主義の干渉に抵抗する「サンディニスタ
民族解放戦線 FSLM」のシンボルとして祭
り上げられた。 
他方野心を持つソモサは、サンディーノ

 
19 現在ハイチで混血ムラ―トの占める割合は 5%である。大多数(73%)が混血である隣国ドミニカ(共)

と比べると混血が圧倒的に少ない。それはイベリア半島出身のスペインが、古代から多民族を受け入れ外

国人慣れした歴史を持ち、また中世にアラブ人の支配下に入った経験から、アフリカ系黒人と混淆をする

ことにさほどの抵抗感を持たなかったのに対し(ポルトガルが植民地にしたブラジルでも同様の現象が発

がいなくなることによって正面からサカサ
と対立する。彼は 1934 年末頃から政治活動
を始め、1936 年 6 月に武装蜂起してサカサ
に大統領の辞任を迫った。その時ヨーロッ
パ情勢を懸念する米国はサカサを守らなか
った。その結果ソモサがニカラグアで唯一
の実力者になり、保守党がボイコットする
中で 1936 年 11月の大統領選挙でソモサは、
国警隊をバックに国内に安定をもたらすカ
ウディリョというイメージで勝利した。
1937 年 1 月に大統領に就任し、以後 43 年
に亘るソモサ一族の独裁体制を築いた。そ
してルーズヴェルト米大統領が、「ソモサは
S.O.B.(くそ野郎)かもしれないが、彼はわ
れわれの S.O.B.だ」と言うことになる。 
 
８. ハイチとウイルソンの軍事干渉 

 
米国がエスパニョーラ島の西部にある黒

人共和国のハイチに干渉するきっかけとな
ったのは内政の混乱であった。ちなみにフ
ランスの植民地時代にサン・ドマングと呼
ばれていたこのハイチ Ayti は、黒人奴隷を
使ったプランテーション方式で砂糖、コー
ヒー、綿花、インディゴ生産などで繁栄し
て、“カリブの真珠”と呼ばれた。1804 年に
ラテンアメリカで最初に独立した。独立戦
争でそれまで植民地経営をしてきたフラン
ス人がいなくなり、人口の 3%を占めるに過
ぎない混血ムラ―ト 19や黒人の政治になっ
た。1804 年にジャン・ジャック・デサリー
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ヌ皇帝が始めた政治は、その後ムラ―トの
アレクサンドル・ベティオンと黒人のアン
リ・クリストフが治める南北二つの支配地
域に分かれたが、ジャン・ピエール・ボワイ
エが南の大統領 (任  1818-43)になって
1820年に漸く統一した。エリート層はフラ
ンス文化に対するあこがれを持ちながらも、
農民大衆の文化レベル・民度を上げること
を怠け、約 200 万の人口のうち(1915年)文
盲が国民の 95-97%を占め(Schmidt 1971 
p.19)、社会は皮膚の色によってステータス
が決まるカースト制であった。かって砂糖
生産していた頃の繁栄は過ぎ去り、プラン
テーションは分割され、小農によるコーヒ
ー生産が行われていたものの、国家承認を
受ける代わりに負わされたフランスに対す
る賠償金(150 百万フラン、1838 年に 60 百
万フランに減額)の支払いに追われて(1922
年まで)、「一九世紀の後半にはいっても経
済は停滞し続け、少数支配層間での人種的
対立・抗争や、それとからみ合った地域的対
立により国家の形成や発展はきわめて遅れ」
た(加茂 1996 p.135)。1843年から 1915 年
の間に 22 人の大統領のうち任期を全うし
たのは一人であった(Ferguson 1987 p.20)。 

[米国の干渉の始まり] 第一次大戦が
勃発した頃の 1915 年 2 月に武力で首都を
押さえ翌月議会で大統領に選ばれたヴィル
ブラン・ギョーム・サム将軍がロザルヴォ・

 
生)、植民地支配をしただけで、被植民地になったことのないフランスは、白人以外の外国人に対して優越

的で高圧的な精神構造を持っており、自分より下にみる黒人奴隷と交わることをしなかったからである。 
20 1913 年時点で米国のハイチ投資は 4 百万ドルであった。キューバ投資が 220 百万ドル、メキシコ投

資が 800 百万ドルであったことをみると、ハイチ投資はそれ程大きいものではなかった(Schmidt 1971 

p.54)。 
 

ボボの反乱のどさくさに紛れて、7 月に首
都ポルトプランスの監獄に捕らわれていた
多数の政治犯を殺戮する事件を起こすと、
これに怒った民衆がサムをフランス公使館
から引きずり出して殺害したのが米国の軍
事干渉の発端であった。その後米国の占領
は 19 年間に亘って続く。 

1915 年 7 月 28 日にウイルソン大統領は
混乱を鎮めるために海兵隊をハイチに上陸
させ首都を制圧した。ウイルソンが派兵を
決断したのは、第一次世界大戦を前にして
パナマ運河が完成し、重要性を増していた
カリブ海地域の安定を確立したいとする安
全保障上の理由や 1905 年に英海軍が撤退
し次の脅威と見なしていたドイツ人商人が
1870年代からハイチへ進出し、天然良港モ
ール・サン・ニコラを海軍基地にするのを懸
念したからである。もちろん長年フランス
と経済関係の深かったハイチで自国資本の
経済的利益を守りたい思惑もあった 20。 

[軍事干渉の経緯] ウイリアム・B・カ
パートンは、数日の内に首都やキャップ・ハ
イチアン、サン・マルクの町を制圧し、混乱
の原因となっている叛徒の武装解除、役所
や税関を管理化におくなど長期占領の構え
をとった。米国は次の大統領を誰にするか
で悩むが、反米の軍事頭領ボボに印導を渡
して(Healy 1976 pp.96-97)、米軍の駐留を
容認する親米のフィリップ・シュード・ルダ
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ルティグナヴ上院議長に白羽の矢を立てた。
そして 1915 年 8 月にハイチの上下両院は
米軍の厳戒態勢の中でルダルティグナヴを
大統領に選出した。 
米占領軍は、1915 年 8 月下旬から事実上

税関管理を始めていたが、戒厳令を施行す
る中で、9 月にルダルティグナヴを大統領
に推す条件として税関と財政管理を米国に
任せることを要求したばかりか (Healy 
1976 p.112)、米国が組織し教官を派遣する
国警隊の創設を含む二国間条約をハイチ議
会に承認させた(1916 年 2 月に米上院も批
准)。条約を締結することにより形の上で合
法的になった。 

[米国による事実上の軍政] ウイルソ
ンは、直接軍政を行ったドミニカ(共)の場
合と異なり、ハイチでは米国人の高等弁務
官、駐留軍及び文官の裁可を仰ぎながらハ
イチ人が統治するという傀儡政権による間
接統治であった。地方で跳梁する「カコ
cacos」と呼ばれた武装農民が政治の攪乱要
因であると考え、米海軍が派遣した教官の
下に治安を担う新国警隊を創設した。この
「ハイチ国警隊」は 1916 年 2 月から活動
を開始し、治安のみならず中央政府の手足
としての役目も担った。「カコ」によって政
権が転覆されるという悪弊をなくするため
に武器の買い上げ、抵抗する者には武力で
掃討するなど治安回復に努めた。しかしな
がら 1917 年 10月には元軍人のシャルルマ
ーニュ・ペラルトに率いられた大規模な「カ
コ」の反乱が発生した。ペラルトは 1919 年
10 月に米軍の手で殺害された。それでも
1920 年半ばまで本当には治安は回復しな
かった。 
ウイルソンとしては、「国警隊」を創設し

選挙によって政府を樹立し政治を安定させ
ることを考えたが、現地の治安情勢がなか
なかそれを許さなかった。それでも占領後
ハイチでフランス、ドイツの経済的影響力
を衰退させることはできた。特に 1917 年 4
月に米国がドイツに宣戦布告し翌年ハイチ
も追随したので、ドイツ人は追放され財産
が没収された。それでも米国としてはハイ
チの内政が安定せず、撤兵すれば進攻前の
ような混乱が繰り返されるのが心配で簡単
には撤兵できなかった(Munro 1974 p.76)。 

[米国のハイチ政策] そこで軍人の指
示で働くハイチ人文官の命令系統を統一し
混乱を避けるために、ウォレン・ハーディン
グ大統領(任 1921-23)は 1917 年から現地
の進駐軍を指揮していたジョン・B・ラッセ
ル准将を 1922 年 2 月に高等弁務官に任命
して(-1930 年 11 月)中央集権化を進めた。
その時米国の干渉政策に不満を募らしてい
たルダルティグナヴは辞任し、後任として
1922 年 5 月に米国寄りのルイ・ボルノ(-
1930 年 5 月)が大統領になった。ハイチの
統治はラッセル高等弁務官と同大統領の下
で 1929 年前半まで比較的平穏に推移した。 
米国としては、黒人による初の文明国家

を創ろうと、衛生状態を改善するために病
院・診療所の建設、灌漑設備の充実、後に強
制賦役によってつくられたと非難されるも
のの道路・橋の建設、港の整備などの公共事
業、政府庁舎、電信・電話網の整備、職業訓
練センターの建設などのハード面を充実す
る政策を推進した(Schmidt 1971 pp.186-
187)。この一連の改革は、匪賊の指揮下で
排除の対象となった農民の激しい抵抗運動
を呼んだ。またハイチ人の主体性なしに外
部から持ち込まれた近代化政策であったこ
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とからオーナーシップ感に欠け (狐崎 
2018)、時とともに朽ちてハイチの発展に繋
がらなかったと言われる。 
経済では、1910 年に米国の「ナショナル・

シティ銀行」がハイチ政府の財政を担って
いる仏系「ナショナル銀行」の株式を買い入
れ、1915 年に締結した条約によって関税管
理と財政管理権を手にし、米系企業が次第
に支配するようになった。1922 年 10 月に
ボルノとの間で米政府が財政管理をして債
務返済を保証することによって米銀行団に
ハイチの持つ全ての債務を引き受けさせた
(Munro 1974 p.88)。鉄道部門でも大きな投
資をした。1918 年の憲法改正で外国人の土
地所有が合法化され、1925 年に米国からの
投資増を期待して土地取得を容易にする法
に改正すると(Munro 1974 p.99)、製糖、パ
イナップル、麻の加工プラントなどのアグ
リビジネス投資が伸びた。1920年代には米
国からの輸入品に対する関税の引き下げに
よって輸入の 75%(平均)にまでアップした
(Schmidt 1971 p.177)。 

[高まるハイチ側の不満] 米国がハイ
チに軍事干渉を行った理由として戦略的・
経済的意義は、環カリブ海地域の他の国に
対する干渉に比べ小さかったと言えるが、
撤兵すればハイチ国内が混乱するのではな
いかとの懸念でなかなか撤兵を決断できな
いでいた。それでもハーバート・フーヴァー
大統領はいつまでも駐留を継続することで
きないと考えた。ラテンアメリカで米国の
干渉政策に非難の声が出て、ボルノ政権の
二期目になるとハイチ国民の不満も長引く
米国軍の駐留で高まった (Munro 1974 
p.309)。大恐慌でコーヒー価格の下落によ
る経済の悪化や税の引き揚げ等による不満

が加わり、ボルノが議会選挙の延期を発表
すると、1929 年秋に奨学金の削減を理由に
首都の農業訓練学校で始まった学生ストが
全国的規模の騒擾事件にまで発展した。ち
ょうど米国がラテンアメリカ諸国との関係
改善の必要性を感じていたところで、フー
ヴァーとしても各国の批判からハイチから
の撤兵を真剣に検討し始めた。 

[撤兵交渉の開始と撤兵] 1930 年 6 月
にフーヴァーはダナ・G・ムンロを駐ハイチ
公使に発令した。10 月にウジェーヌ・ロイ
臨時大統領の下で議会選挙が行われ、翌月
にステニオ・ヴァンサンが新議会によって
大統領(任 1930-41)になると、ヴァンサンと
の間で施政権の返還交渉を始めた。その時
に問題となったのは、米銀行団に対する債
務返済が終わるまで米政府が関与を続ける
ことにつきハイチ側の同意を得ることであ
った。交渉の末 1932 年 9 月に米国の関税
管理と財政の監視を 1952 年まで(実際は
1947 年に完済)続ける議定書に署名した。
「ハイチ国警隊」については、1934年 12 月
末までにハイチ側に引き渡すことになった。
しかし実際は、ハイチ議会がなかなか批准
しなかったので、フランクリン・D・ルーズ
ヴェルト大統領(任 1933-45)は 1933年 8月
に代りとなる行政協定を結んだ(Munro 
1974 pp.337-340)。そして 193 4 年 8 月に
軍を撤収した。たとえその時ハイチ国民に
民主主義の制度を育てていく準備が整わず、
占領以前のような独裁体制に戻るのではな
いかとの懸念が残っていたとしても、米国
としては撤兵するより選択肢はなかった。 
撤兵後は占領下で差別されてきた黒人の

ヴードゥー教やクレオール文化など社会イ
デオロギーとしてのネグリチュード(黒人
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性)が民族的な結集点として大衆のこころ
に芽生え(ジェームズ 1991 p.386)、ナショ
ナリズムになっていった。砂糖生産が盛ん
になるのが遅れて黒人奴隷が多数輸入され
ず、人種の混淆が進んでいたドミニカ(共)
では見られなかったことである。1941 年に
ヴァンサン大統領の辞任後暫く政治は安定
しなかったが、民衆の間でネグリチュード
意識が高まり 1957年にフランソワ・デュヴ
ァリエが黒人のアイデンティティを強調し
て選挙に勝ち、軍を良く掌握し民兵や秘密
警察「トントン・マクート」を使って父子で
長期独裁体制(1957-86)を築いた。 

 
9. 米国の「善隣外交」 

 
1930 年代にルーズヴェルト大統領が始

めた「善隣外交」は環カリブ海地域に対する
米国の帝国主義政策に終止符を打つもので
あったが、それまでの帝国主義外交の何に
終止符を打ったのか、「善隣外交」が生まれ
た理由・背景などについても知ることが大
切である。 
「善隣外交」が生れる背景 

[米国の干渉に対する反発] 「善隣外交」
を説明する前に、まず成立の背景の話から
始めるのがものの順序というものであろう。
20世紀初めに米国が中米・カリブ海地域で
進めた安全保障、対外債務を原因とする関
税管理、政府の不承認政策、保護国化、軍
政・傀儡政権の樹立などの帝国主義政策は、
さすがに干渉を受けた国ばかりでなく、ラ
テンアメリカ諸国の反米感情を高めた。
1901年に開催された「第二回米州諸国会議」
(於メキシコ市)、1906 年 7-8 月に開催され
た「第三回米州諸国会議」(於リオデジャネ

イロ)、1910 年 7-8 月にブエノスアイレス
で開催された「第四回米州諸国会議」でも議
論のテーマになった。 

[政策を変えようとしない米国] 第一
次世界大戦を「対岸の火事」視していたラテ
ンアメリカ諸国も、米国が参戦すると、ロン
ドンからワシントンに外交の軸を移してい
たブラジル、環カリブ海の 7 ヶ国がドイツ
に宣戦布告し、ボリビア、エクアドル、ペル
ー、ウルグアイが外交関係を断絶し、アルゼ
ンチン、チリ、コロンビア、メキシコ、パラ
グアイ、エルサルバドル、ベネズエラが中立
を宣言した(Smith 1986 pp.111-112)。 
大戦後は、この地域で米国の覇権に挑戦

できるヨーロッパ列強はいなくなった。米
国が「モンロー・ドクトリン」を留保したい
ばかりに国際連盟に加わらなかったことで、
ラテンアメリカ諸国は国際連盟を米帝国主
義に対抗する平衡力にできかった。国際社
会で民族自決の原則の広まりや戦争の違法
化が進展する中で、1923年 3月から 5 月ま
で「第五回米州諸国会議」(於サンティアゴ・
デ・チレ)が 13 年ぶりに開催されると、米
国の介入政策に対して批判が出された(草
野 2011 p.392)。またニカラグアでサンディ
ーノの反米闘争が始まり、ラテンアメリカ
諸国が彼を愛国者と見なして同情すると、
1928年 1-2月にクーリッジ自らが出席して
開催された「第六回米州諸国会議」(於ハバ
ナ)では、米国の帝国主義政策を強く非難す
る声が今までになく高まった(Munro 1974 
p.247)。 
  [政策の変更を検討する米国務省] 1920
年代に入る頃から米国内で帝国主義に対す
る批判の声が起こり、国務省内でも軍事干
渉政策は非建設的であると議論された。そ
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こで 1928 年 11 月にフランク・B・ケロッ
グ国務長官は、J・ルーベン・クラーク国務
次官に軍事干渉の根拠としてきた「ルーズ
ヴェルト系論」の法的解釈を検討するよう
に指示した。国務次官はそれを「モンロー主
義に関するクラーク覚書」にまとめた。この
報告書は明確に軍事干渉を否定しなかった
ものの、「モンロー宣言」がもともとヨーロ
ッパ諸国に対して出されたもので米国とラ
テンアメリカ諸国間を律するものではなく、
米国がカリブ海諸国に対してしてきたこと
(すなわち干渉)を正当化するのは難しいと
結論づけた(Holden & Zolov 2011 pp.129-
130)。これは、米国の一方的な宣明に過ぎ
なかった「モンロー宣言」が外国からの干渉
を排除するという意味で使われるならばラ
テンアメリカ諸国から賛意も得られようが、
「ルーズヴェルト系論」を軍事干渉の根拠
にするならば批判は免れないことを指摘し
ていた。結局クーリッジはこの覚書を公表
しなかったが、後任のフーヴァーが 1930 年
3 月にラテンアメリカ諸国との関係を重視
し公開した。そしてフーヴァーは、1931 年
にニカラグアから撤兵を始め、ハイチで米
国の干渉に対する大規模な騒擾事件が起こ
ると、1932 年 9月に撤兵の合意をした。実
質的に「善隣外交」の始まりであった。 
 

ルーズヴェルトの「善隣外交」 

[「善隣外交」とは] ルーズヴェルトは、
1928 年にニューヨーク州知事選に立候補
するに際し、『フォーリン・アフェアーズ』
誌でラテンアメリカ諸国の秩序回復に「米
国が単独で干渉する権利又は義務はなく」、
「他国の国内事項に我々が単独で介入する
ことは終わりにしなければならない」と述

べ(草野 2013)、米州の秩序と安定の維持は
米州諸国間の責任であると言及した。そし
て 1933 年 3 月に大統領に就任すると、就
任演説及び 4 月の「パンアメリカンの日」
に「善隣外交」が彼の外交政策であることを
鮮明にした。そこで「善隣外交」と言えばル
ーズヴェルトの外交政策ということになり、
ケネディ大統領の「進歩のための同盟」と並
び、歴史的に最も成功した対ラテンアメリ
カ政策となっている(Connell-Smith 1974 
p.156)。 
その考え方は、米国とラテンアメリカ諸

国が良き隣人として相手の考えや立場を尊
重し合う対等かつ互恵という考え方であっ
た。ポイントは、①ラテンアメリカ諸国の国
家主権を尊重し、政策手段として武力干渉
を放棄すること、②政府承認を、その政府が
客観的にその国を実効的に統治しているか
どうかに基づいて運用し、何らかの理想主
義的あるいは実利的な政策目的を達成する
ための圧力を手段として用いないこと、③
西半球の団結を増進するために相互に関税
を引き下げることによって貿易を促進する
というものであった(Davis & Finan & Peck 
1977 p.199)。なかでもルーズヴェルト政権
が最も強く意識したのは米国の“一方的な
武力干渉の放棄”であった。 

[米州諸国が「善隣外交」に合意] この
時点ではまだルーズヴェルトの「善隣外交」
は米国の一方的な宣言であった。それは米
州諸国間の合意として認知され、その意味
も拡大される必要があった。そこで次にそ
の合意形成のプロセスと意味の拡大につい
て説明する。 
ボリビアとパラグアイが「チャコ戦争」を

戦っていた頃の 1933 年 12 月に「第七回米
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州諸国会議」(於モンテビデオ)が開催され
た。会議に出席したコーデル・ハル国務長官
は、米国の干渉に対するラテンアメリカ諸
国の強い批判を受けて、署名に際し“law of 
nations as generally recognized and 
accepted 一般に承認、受諾された諸国間の
法”という留保 21をつけながらも、参加国は
「“No state いかなる国”も、他の国の国内
的および対外的な問題に干渉する権利はな
い」(8条)という「諸国の権利と義務に関す
る協約」に同意した。これはルーズヴェルト
政権になって初めてラテンアメリカ諸国に
一方的な軍事干渉の放棄を認めた行為であ
った。そして同会議はこの協約をボリビア、
コスタリカを除く賛成多数で採択したので
ある。 
［「善隣外交」の下で］ ルーズヴェルト

政権下で「善隣外交」が米国の政策として
益々明確な形をなし、米国の不干渉のコミ
ットが具体化していく。まずキューバでは
世界恐慌によって砂糖価格が下落し、フー
ヴァーが 1930 年 6 月の「ホーリー・スムー
ト法」によって 1903 年に 20%の特恵を受
けていたキューバ産砂糖の輸入関税を引き
上げると、キューバ国民の不満が高まった。
その結果親米のヘラルド・マチャド政権が
国民の抗議活動と米国のサムナー・ウエル
ズ大使から引導を渡されて 1933 年 8 月に
倒壊した。その後フルヘンシオ・バティスタ
軍曹を中心とする反乱軍、学生、知識人は 9
月に民族主義者のラモン・グラウ・サン・マ

 
21 コ―デル・ハル国務長官は不干渉の原則に留保をつけたが、その意味するところは、プラット修正

を含む米・キューバ条約のような二国間条約は一般国際法に優先するもので、既に二国間条約などによっ

て合意されているのであればアメリカの干渉権が認められる、禁止された干渉とは武力による干渉に限ら

れるとするものであった(Connell-Smith 1974 pp.165-166)。 

ルティン革命政権(1933-34)を誕生させた。
これに対し米国は、軍艦の派遣や政府不承
認の政策で圧力をかけ 1934 年 1 月に大統
領を辞任に追い込んだが、海兵隊の上陸を
かろうじて思いとどまった。そしてルーズ
ヴェルトは後任のカルロス・メンディエタ
保守政権との間で 1934 年 5 月にグァンタ
ナモ海軍基地の継続的管理権を保持したも
のの、「プラット修正条項」の恒久条約を破
棄する新条約を結んだ。ハイチでは 1934 年
8 月までに撤兵を完了させた。1936 年 3 月
にはパナマとの間で「ハル=アルファロ条約」
を結び、「ヘイ・ビュノー=ヴァリラ条約」
の不平等条項を撤廃した。 

[「善隣外交」の意味の拡大とその背景] 
このように米国が態度を変えたのには、こ
の頃国際政治が世界大戦の危機を迎えてい
たという背景がある。米国としては、国際政
治への対処という課題を優先して考えざる
を得なくなり、ラテンアメリカ諸国の支持
を取り付けることが喫緊の課題であった。
そこで 1936 年 12 月にルーズヴェルトは
「平和維持のための特別米州諸国会議」(於
ブエノスアイレス)に出席し、その会議で米
国を含む各国は、脅威を受けた場合西半球
諸国が平和と安全のために協議することに
合意するとともに、干渉の問題について「締
約国は、直接であれ、間接であれ、またいか
なる理由であれ、締約国の“any one一国に
よる”他の締約国の国内・対外問題への干渉
を許されないものと宣言する」と定める「不
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干渉に関する追加議定書」に同意した。これ
は先にハル国務長官が留保した二国間条約
による他国への干渉は禁止されていないと
する解釈を修正するもので(安藤  2011 
p.28)、ここにようやくラテンアメリカ諸国
が長年要求してきた米国の“単独”の軍事干
渉が非合法化した。もっともこの議定書は
集団の合意に基づく干渉の余地を残すもの
であった。 

 [新しい「善隣外交」の下で米国は] 「チ
ャコ戦争」後の 1937 年 3 月にボリビアの
ダビッド・トロ社会主義軍事政権が戦争遂
行に協力的でなかった米系スタンダード石
油会社の資産を国有化した際も強硬な立場
をとらなかった。この接収は南米で初めて
のことであった(但し 1942 年にエンリケ・
ペナャランダ政権が 170 万ドルの補償金を
払った)。メキシコでは 1938 年 3 月にラサ
ロ・カルデナス大統領が行った農地改革に
よる土地の収用と英・蘭・米資本が巨額の投
資していた石油産業の国有化を行った際も、
この分野で 50%の投資比率を占める英国が
外交断絶をしたのに対し、24%の米国は、世
界大戦の危機が迫っていたこともあって、
石油会社に補償による解決を働きかけるに
止めた。ルーズヴェルトとしては、枢軸国と
の関係が悪化する中で、メキシコが石油を
ドイツに輸出するなど枢軸国寄りになるこ
とを懸念したのである。ちなみに石油会社
に対する補償額(24 百万ドル)を決め、収用
された農地の補償について農地補償・互恵
通商・輸銀借款を含む「包括協協定」で合意
したのは、マヌエル・アビラ・カマチョ政権
下で日本海軍による真珠湾攻撃前の 1941
年 11 月 19 日のことであった(Connell-
Smith 1974 p.175)。 

 
「善隣外交」を支えた貿易協定 

ルーズヴェルトは、「善隣外交」下でラテ
ンアメリカ諸国が関心を持っていた経済関
係を一層強化することを宣言した。この面
にも触れておきたい。 

[二国間貿易協定の締結] ラテンアメ
リカ諸国は 1929 年の大恐慌以来不況に苦
しんでいた。世界の貿易額が 66%、米国の
輸出額が 31%減少する中で、1929 年に米国
の輸出額の 18.6%を占めていたラテンアメ
リカ向け輸出は(オセアニアを除けば最大
の)13.4%(1932 年)に減少し、この地域から
輸入額は 68%減少した(Steward 1975 p.21)。
このような危機的な状況を前にルーズヴェ
ルトはラテンアメリカ諸国と関税を引き下
げる二国間協定を締結して事態を打開しよ
うとした。自由貿易主義者のハル国務長官
が中心になって、1934年 8 月にキューバの
メンディエタ政権と新通商法を締結し、砂
糖クォータの設定と砂糖・タバコの関税を
20%引き下げることに合意した。それを皮
切りに、第二次世界大戦が始まるまでにハ
イチ、ブラジル、ホンデュラス、コロンビア、
グアテマラ、ニカラグア、エルサルバドル、
コスタリカ、エクアドル、終戦前にアルゼン
チン、ウルグアイ、ペルー、ベネズエラと
「互恵通商協定」を締結した(Steward 1975 
p.239)。農地改革、石油の国有化などで反米
的な態度をとったメキシコとも 1942 年 12
月に協定を締結した。なおパラグアイは戦
後の 1946 年に協定を締結したが、チリとボ
リビアとは締結しなかった。 
  [貿易協定が「善隣外交」を補強] こう
してルーズヴェルトは、大恐慌後の為替管
理政策や輸入制限措置などによって門戸を
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閉ざし始めたラテンアメリカの輸出市場を
確保した。米国の対ラテンアメリカ輸出
(1932年)はこの地域の輸入の 12.1%を占め
ていたが、1939 年には 17.9%に増加した
[Steward 1975 p.84])。輸入品目は資源・食
糧が 80%を占めており、米国としてその供
給先を確保しようという意図もあった。そ
の効果もあってラテンアメリカの経済は米
国市場向けのモノカルチャーのままであっ
た。 
 
「善隣外交」を纏めておくと 

最後にルーズヴェルトが発表した「善隣
外交」を総括しておく。この政策が打ち出さ
れたのは、米国の一方的な干渉に対する不
満が高まっていたのが背景にあったのはも
ちろんであるが、そればかりでなく米国と
してのしたたかな計算があった。つまりル
ーズヴェルトが大統領に就任する 2 ヶ月前
の 1933 年 1 月にドイツでヒトラー政権が
成立し、極東では日本が満州国を樹立し中
国の華北地方への侵略を始めるなど、国際
情勢がきな臭くなっていたからである。米
国としては民主主義の名の下にラテンアメ
リカ諸国の協力を求め、西半球の団結を固
めるのが喫緊の課題となっていた。そこで
米国は、1936 年 12 月にブエノスアイレス
で開かれた「平和維持のための特別米州諸
国会議」で、「締約国の一国による・・・干
渉は許されない」という文言を入れて一国
による干渉は許されないが、複数国による
干渉は許される道を開いた。それは「善隣外
交」が西半球の国々から共同防衛の同意を
取り付けるための環境整備となり、下記で
述べる戦後の集団安全保障体制の構築に繋
がる。つまり米国はラテンアメリカを裏庭

視する「モンロー・ドクトリン」“的”な考え
から脱していなかったということである。
それでも米国にしてみれば、1930 年代にな
って第二次世界大戦の足音が聞こえ始め、
枢軸国が侵略戦争を始めようとしていた時
勢の中で、いち早くルーズヴェルトがユニ
ラテラルな軍事干渉を放棄し、西半球との
間で善隣関係を構築しようといち早く動き
始めたことのメリットは大きかった。 
 
10. 第二次世界大戦に向かう米州 

 
最期に、米国中心史観ではあるが、第二次

世界大戦前及び戦中の西半球全体の情勢に
ついて見ておこう。この問題は日本とも係
りが深い。 

戦前・戦中の米国の対ラテンアメリカ外

交 
1930 年代後半になると世界情勢はます

ますきな臭くなった。それに先立って米国
が「善隣外交」によって単独の軍事介入を放
棄するなどラテンアメリカ諸国との関係改
善を優先させていたことは先に述べた。と
いうのも日本を含め枢軸国との戦争に備え
てラテンアメリカ諸国の支援を取り付けて
おく必要があったからである。そこでルー
ズヴェルトは、枢軸国が西半球にまで手を
伸ばすことがないように、「善隣外交」で生
まれたこれらの国との良好な関係を一層発
展させ、米州の集団安全保障の枠組み作り
と二国間の軍事援助協定を締結する政策を
始めた。 

[戦争に備え、米州陣営の構築] ルーズ
ヴェルトは、1936 年 12 月にブエノスアイ
レスで「米州特別平和会議」を開催し、そこ
で米国は留保をつけることなく如何なる締
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約国一国(それは米国ということになろう
が)の干渉も許されないとする「不干渉に関
する追加議定書」に同意した。このことは先
に述べた。この時は親英路線をとり米国の
汎米主義に批判的なアルゼンチンのサーベ
ドラ・ラマス外相の強い反対で常設機関を
設置するまでには至らなかった (松下 
1971)。 

1938 年 12 月にペルーのリマで開催され
た「第八回米州諸国会議」では「米州の連帯
に関する宣言(リマ宣言)」を採択し、米州特
別平和会議で決まっていなかった協議のメ
カニズムとして、いかなる米州の国家に対
する平和、安全保障或いは領土保全への脅
威も南北アメリカ諸国の共通の関心事の協
議を行うためにアド・ホックの外務大臣会
議の設置を決議した。常設の「パンアメリカ
ン連合」理事会にまかせるのではなく、外務
大臣レベルの会合に格上げしたものである。
それだけ枢軸国の脅威が切迫していたと言
える。1939 年 9月にドイツ軍がポーランド
に侵入し第二次世界大戦が始まると、同年
9-10 月にパナマで開催された「第一回外相
会議」で、西半球で非米州諸国の戦闘行為を
認めないことを確認し、米州内の経済協力
を促進するために「米州財政経済諮問委員
会」の設置を決議した。 

[第二次世界大戦下の協力] 1939 年 11
月からナチスは北欧に勢力を拡大し始め、
1940 年 6 月にパリを無血占領した。その時
米州にあるドイツ占領下のフランス等の植
民地の帰属が問題となり、1940 年 7月にハ
バナで開かれた「第二回外相会議」で次の決
議を採択した。またこの時紛争の平和的解
決を促すために「米州平和委員会」を設立し
た。 

1. 米州一国の領土、主権或は政治的独
立の保全に反する非アメリカ諸国の
いかなる企ても侵略行為と見なし、
とるべき措置を協議(注 : 具体的行
動までは決まらず) 

2. 侵略が行われた場合、米州諸国は相
互に防衛及び援助を行う集団安全保
障の原則に合意 

3. 域外国が領有する地域内の領土の主
権の移転(注 : 要するにフランスの
植民地がドイツ領になること)を認
めず、米州 21ヶ国より成る委員会が
決める臨時の保護統治体制を樹立 

[日米開戦とラテンアメリカ各国の態
度] 1941年 12月に真珠湾攻撃によって太
平洋戦争が始まると、1942 年 1月にリオで
開催された「第三回外相会議」では、枢軸国
と外交関係を断絶することを勧奨する決議
が採択された。既に会議前から環カリブ海
地域の 9 ヶ国が枢軸国に対し宣戦布告して
いたが、その後コロンビア、メキシコ、ベネ
ズエラが外交関係断絶したのに加え、1942
年 1 月にブラジルも枢軸国との国交を断絶
した(その結果 1941 年 8 月を最後に 1953
年まで日本人のブラジル移住は中断)。同月
ペルーも外交関係を断絶し(1942 年 5 月に
日本人移民の資産の没収が始まり、有力者
が米国の強制収容所に送られることに)、
1945 年 2 月に参戦した。大西洋が戦場にな
ったことで、ラテンアメリカは第一次世界
大戦の場合よりはるかに米国に協力的であ
った。 
その中にあって、農牧業の分野で米国と

ライバル関係にあり、伝統的な通商関係に
よって英国と強く結ばれ、対英輸出を重視
するエスタンシエロ層、軍の枢軸派が主導
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権を持っていたアルゼンチンは、その民族
主義から中立政策を維持し、米国が進める
汎米主義と距離を置く姿勢をとった(詳細
は[松下 1971]を参照)。またドイツ人移民
の多いチリは、地理的にヨーロッパの戦場
からは遠いものの、日本の攻撃に脆弱であ
ったことから、米国一辺倒の立場をとらな
かった。これが原因で 1942 年にリオで開催
された「第三回外相会議」の決議は、米国の
期待に反し枢軸国と外交断絶を勧奨すると
いう比較的ゆるやかなものになった。 
これに対しブラジルのヴァルガスは、こ

の国が大西洋に大きく突き出した地形で西
アフリカのダカールから 1400マイル、8 時
間の飛行距離で、ドイツからの軍事的脅威
を受けている上に、米国からラテンアメリ
カ諸国の中で最も多い経済軍事援助(武器
貸与法援助 475 百万ドルの 70%以上
[Connell-Smith 1974 p.182])を受けていた
こともあって米国に協力的であった。そし
て自国商船が沈められたのを機に 1942年8
月に参戦し、1944 年 7 月にはイタリア戦線
に派兵した。またメキシコは 1942 年 5 月
にドイツの潜水艦によってタンカーが沈め
られたのを機に枢軸国と開戦し、その後
1945年3月にフィリピン戦線に空軍を派遣
した。なお「第三回外相会議」で外交断絶を
しなかったチリも 1943 年 1 月に米国と国
内の社会党、共産党からの圧力で枢軸国と
国交断絶し、1945 年 2 月に開戦した。 

 
22 1930 年代のオリガルキー政治・軍政の時代から親英・中立政策をとるアルゼンチンは、米国との対

立からメキシコで開催された「戦争と平和の諸問題に関する特別米州会議」に参加できなかった。しかし

米国からの圧力でファレル政権は 1945 年 3 月に枢軸国に宣戦布告し、4 月に特別米州会議で採択された

「チャプルテペック議定書」に署名し、国連の創設を決めた「サンフランシスコ会議」にも出席できるこ

とになった(竹村 1999)。 

ところで最後まで中立政策を維持した親
英のアルゼンチンであるが、1943 年 6 月の
クーデタで成立した枢軸国寄りのラミレス
政権はドイツの旗色が悪くなった後米国か
らの強い圧力に屈して 1944 年 1 月に枢軸
国と外交断絶した。それでも日・独に宣戦布
告したのは、国連が創設される「サンフラン
シスコ会議」を前に戦後の米州の安全保障
体制を話し合う「戦争と平和の諸問題に関
する特別米州会議」が 1945 年 2-3月にメキ
シコ市で開催された直後の 1945 年 3 月の
ファレル政権下のことである 22。もっとも
戦後になっても米国と民族主義者のペロン
政権との関係は本当には良くならなかった。 
なおラテンアメリカ諸国は、「第三回外相

会議」の決議に従い、大戦中米国と連合国が
戦争を遂行するために必要な食料、石油、
銅、錫、亜鉛、希少メタルなどの資源を米国
に固定価格で輸出した。その額は非軍事物
資の輸入総額 44 億ドルの内 24 億ドルに達
した。このように兵站面で連合国の戦争遂
行に大きな貢献したのは忘れてはならない
史実である(Rabe 1988 pp.8-9)。 
 

まとめ 

 
これが 19 世紀末から第二次世界大戦ま

でに米国が進めたラテンアメリカ、就中環
カリブ海地域に対する帝国主義外交のあら
ましであり、干渉を受けたカリブ海諸国の
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内政についての説明である。世紀転換期に
世界に乗り出した米国は、環カリブ海地域
で安定と発展を確保するためであると称し
て度々干渉を行い、域外国の浸透を阻止す
ることに腐心した。1913 年 10 月にウイル
ソン大統領は、モービルの「南部商業会議」
で演説し、ラテンアメリカ政策について先
任者の「こん棒外交」や「ドル外交」を改め、
民主主義、隣人として精神的な連帯、投資を
増進する理想を掲げたが(Holden & Zolov 
2011 pp.104-106)、その意図はともかく、彼
がこの地域でとった政策は武力を一元的に
掌握する国警隊を各国に創設させるなど非
民主主義なものであった。合衆国の外交史
家は彼の外交が民主主義とか自由・平等を
尊 重 す る “ 自 由 国 際 主 義 Liberal 
Internationalism”、貿易を促進する「オープ
ンドア―」政策であったというが(Schmid 
1971 pp.5-6)、環カリブ海では民主主義を進
める国内環境が育っていないと見て勢い帝
国主義的になった。 
他方干渉を受けた国の方から見れば、未

だ民主主義は幼く、砂糖やコーヒーなどの
モノカルチャー経済で、産業が発展せず都
市化が進まなかったことから中間層や労働
者が弱体で、南米のようにポピュリズムは
生まれなかった。米国初め外国資本の進出
に脆弱であった。そこでカウディリョが跳
梁し幾つかの国で国警隊の力を頼りにする
長期独裁政治が生まれた。 
ファシズムからの脅威が高まると、ラテ

ンアメリカ諸国からの反発もあってルーズ
ヴェルトは「善隣外交」を打ち出し、米国に
対する感情が好転するのに乗じて、集団安
全保障体制の構築に乗り出した。パンアメ
リカニズム、すなわち米国の考える「モンロ
ー主義」を西半球全体の共通のイデオロギ
ーにしてこの地域をまとめようとしたので
ある。米国としては、米州各国の主権を尊重
しつつも、この地域の盟主としてヘゲモニ
ー国家の座を守ろうとした。その努力が戦
後の米州の地域的集団安全保障・集団的自
衛権を旗印に「米州相互援助(リオ)条約」・
「米州機構 OAS」となって結実する。 
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付論 

 

「プラット修正条項」の主な内容 

➀ キューバはその独立を損するような条約を締結せず、陸海軍基地の設定または植民
地化を許容するような条約を結んではならないこと 
➁ キューバ政府は支払い限度を超える債務を負わないこと 
➂ キューバの独立保持、生命、財産、個人の自由の保護のための、適当な政府の維持に
関し、米国に介入の権利を認めること 
⑤  合衆国は米国自身とキューバの防衛のために、給炭所もしくは海軍基地を購入また

は賃借する権利を持つこと、等(アメリカ学会 1957 p.211) 
(注) プラットとは、当時の米国上院外交委員会委員長のオーヴィル・H・プラットのことで、キューバが

海軍省の管轄下にあったことから、軍事歳出法の修正条項として 1901 年 2、3 月に米上下両院を通過した。 

 

 

モンロー主義の「ルーズヴェルト系論」 
1904年 12月にセオドア・ルーズヴェルトは年次教書で、国内秩序が安定せず、財政も

ひっ迫しているドミニカ(共)のような存在は、欧州の強国の干渉を招く恐れがあるとし
て、「もしある国がその社会問題や政治問題を合理的能率と節度をもって処理するなら、
(中略)その国は合衆国よりの干渉を恐れる必要はない。しかし(中略)慢性的な非行と無力
状態とは(中略)遂にはある文明国による干渉を必要とするのであって、西半球にあって
は、モンロー主義を堅持する合衆国は、自らは欲しなくとも、このような非行と無力状態
とが甚だしい場合には国際警察力の行使を強いられるであろう」と表明した(アメリカ学
会 1957 p.222)。これが通称モンロー主義の「ルーズヴェルト系論」と言われるものであ
る。 
この年次教書のきっかけとなったのは、1902 年 12 月にベネズエラのシプリアノ・カ

ストロ政権(1899-08)が対外債務の不履行を起こした折に、英・独・伊の連合艦隊が港の
封鎖、プエルト・カベリョ要塞の砲撃、砲艦の捕獲などを行い、武威で債務を支払わせよ
うとした事件である。ちなみにその時ベネズエラはモンロー主義に訴えて米国に泣きつ
き、これらの国は米国の調停とハーグ常設仲裁裁判所に付託することに同意した。西半球
の覇権を失っていた英国のバルフォア首相も、1903年 2 月に米国のモンロー主義を認め、
「西半球におけるアメリカ合衆国のいかなる影響力の増加にも歓迎の意を示す」と述べ
た(草野 2011 p.250)。ルーズヴェルトがドミニカ(共)の債務問題に関わって「ルーズヴェ
ルト系論」を出したにはこの事件が念頭にあった。 
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タフトの「ドル外交」 

ウイリアム・H・タフトの対カリブ海諸国外交は、大統領自身の言葉を借りれば、「弾
丸の代わりにドルを用いる」「ドル外交」であった。それは「米西戦争」によって海外膨
張を始めた米国が、「現代外交は商業的である」という考え方から、新時代にふさわしい
形にアレンジした政策であった。というのも 1900年代に入って米国の輸出は工業製品が
中心になり、ヨーロッパ向けの輸出割合が減退する中で、西半球、特に北アメリカ(カナ
ダ・メキシコ)の割合が増大し、投資も伸び、企業が政府の支援を必要としていたからで
ある(高橋 1999 p.232)。タフトには国内の反植民地主義感情に配慮し領土的併合を伴わ
ないで通商と投資によって後進国の文明化に資する政策の方が理想主義的、人道主義的
なものに思えた。 
特にカリブ海地域は政情が安定しない国が多く、ヨーロッパ諸国の債務の返済も滞り

がちであったことから、タフトはドミニカ(共)で始めた関税管理の成功体験から、米国の
銀行が関税を担保にホンデュラス、ニカラグア、グアテマラ、ハイチでヨーロッパの債権
の肩代わりをするなど「ドル外交」を推進した。但しホンデュラスの場合は 1911 年にモ
ルガン商会が英国の債務支払いのために借款を引き受けて借款条約を締結したが、ホン
デュラスと米の議会が否決したので実行に移されなかった(高橋 1999 pp.240-241)。 
だがラテンアメリカ諸国は、ドラゴー主義(経済的クレームは他国に対する力による干

渉の法的権利の根拠にはならないこと)やカルヴォー条項(外国人・企業は、相手方の国家
の国内法に基づきその国内裁判所の管轄に服するものとし、干渉となるような本国政府
の保護を求めないこと)を提唱して異議を唱えた。ちなみに米国がこれらの原則を最終的
に受け入れるのは、1936 年 12 月にルーズヴェルトが「善隣外交」の下で「不干渉に関す
る追加議定書」に署名してからである。 
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	この年次教書のきっかけとなったのは、1902年12月にベネズエラのシプリアノ・カストロ政権(1899-08)が対外債務の不履行を起こした折に、英・独・伊の連合艦隊が港の封鎖、プエルト・カベリョ要塞の砲撃、砲艦の捕獲などを行い、武威で債務を支払わせようとした事件である。ちなみにその時ベネズエラはモンロー主義に訴えて米国に泣きつき、これらの国は米国の調停とハーグ常設仲裁裁判所に付託することに同意した。西半球の覇権を失っていた英国のバルフォア首相も、1903年2月に米国のモンロー主義を認め、「西半球におけるアメリカ合衆国のいかなる影響力の増加にも歓迎の意を示す」と述べた(草野2011 p.250)。ルーズヴェルトがドミニカ(共)の債務問題に関わって「ルーズヴェルト系論」を出したにはこの事件が念頭にあった。

